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Ⅰ 大学の概要 

１ 法人名   公立大学法人長野県立大学 

２ 所在地   長野県長野市三輪８－49－７ 

３ 役員の状況 

  理事長        安藤  国威 

  副理事長（学長）   金田一 真澄 

  専務理事（事務局長） 玉井  裕司 

  理事（学部長）    穴山  悌三 

  理事（外部理事）   三隅  隆司 

  監事         小川  直樹（公認会計士） 

  監事         中嶌  知文（弁護士） 

４ 学部等の構成 

 【学部】 

  グローバルマネジメント学部 グローバルマネジメント学科 

  健康発達学部        食健康学科、こども学科 

【大学院】 

  ソーシャル・イノベーション研究科 

  健康栄養科学研究科 

【附置機関】 

グローバルセンター、言語教育センター 

ソーシャル・イノベーション創出センター、キャリアセンター 

 

 

 

５ 学生数及び教職員数  ※ 令和５年５月１日現在 

①  学生数   1,057人 

②  教職員数  教員 73人、職員 51人（うち正規職員 35人） 

６ 沿革 

  平成 30年４月 開学（公立大学法人設立） 

  令和４年４月 大学院開設 

７ 大学の基本的な目標 

長野県立大学は、長野県の知の礎となり、未来を切り拓くリーダーを

輩出し、世界の持続的発展を可能にする研究成果を発信することで、人

類のより良い未来を創造し、発展させる大学をめざす。 

【３つの使命】 

① リーダー輩出 

幅広い豊かな教養教育、実践重視の高度な専門教育、寮生活や海

外研修などによる全人教育によって、新たな時代を担う様々な資質

や能力を備えたリーダーを輩出する。 

② 地域イノベーション 

長野県の豊かな自然や長い歴史・伝統を理解し、大切にすること

を通して、県の産業・文化・生活を活性化する「知の拠点」となり、

地域に開かれた大学、地域とともに歩む大学をめざす。 

③ グローバル発信 

健全な批判精神をもち、先進的な研究はもとより、長野県の産業

や文化を基盤とした学際的な研究を推進して、新たな知を創出し、

その成果を地域に還元するとともに、長野から世界に向けて発信す

る。 
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Ⅱ 事業実績の概要 

 

 令和５年５月には新型コロナウイルス感染症（以下、「新型コロナ」と

いう）が５類に引き下げられ、新型コロナによる影響が減少してきた一

方、それまでの間に停滞していた取組を挽回すべく、教職員が一丸とな

って事業促進に努めた。特に海外プログラムにおいては、本学の実施体

制並びに現地での受け入れ体制を十分に整えた上で、全学部・学科にお

いて 100％の参加率を達成したのみならず、グローバルマネジメント学

部においては、２年生に加え令和４年度から実施を延期していた３年生

も対象とし、２学年同時期での開催を実現した。 

 また、令和４年度に開学した大学院の運営が２年目に入り、すべての

学年が充足した状態でスタートを切った１年になった。 

本学が、地域を牽引するリーダーやグローバルな視野で活躍する人材

を輩出するとともに、長野県の「知の拠点」としてあり続けていくため、

引き続き最大限の学びの場を提供していく。 

こうした状況の中、県から示された中期目標を確実に達成するため、

中期計画及び年度計画に基づき着実に事業を実施した。令和５年度の活

動実績は次のとおりである。 

 

１ 教育研究等の質の向上について 

(1) 教育の推進に関する取組 

  ア 発信力ゼミ 

１年次通年必修の「発信力ゼミ」は、プレゼンテーションやディ

スカッションを含む授業を前期 14クラス、後期 15クラス、各 15～

20 人程度の少人数で行った。１月末には、クラスごとにグループ・

個人による活動の成果を発表し、プレゼンテーション能力等の向上

を図った。また、教員間による成績評価の適正化のため、成績評価

のルーブリック（評価基準）を活用し、授業評価の公平性を図った。 

特記事項ｐ．53 

 

  イ 英語集中プログラム 

１年次・２年次必修の英語集中プログラムは、学生の英語力を勘

案して、25人程度の少人数により週４回授業を行い、「読む・聞く・

書く・話す」という４技能の向上を図った。入学時、１年次修了時、

２年次修了時に TOEIC を受検し、英語力の習熟度を測定し、学生に

フィードバックすることで学修に対するモチベーションの向上につ

なげた。令和５年度の２年次修了時の TOEIC の結果は、600 点以上

の学生の割合は 54.5％、平均点は 602点と、一定の成果が上がって

いる。 

特記事項ｐ．53 

 

  ウ ゼミ・実習 

３年次からは、各学科において高度な知識・技能を学ぶ専門ゼミ
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や「卒業研究」を開講し、自身の関心や将来を見据えた専門的な学

びを促した。 

食健康学科では、保健所や病院、特別支援学校等で「臨地実習」

を実施し、世界基準である 500 時間を確保することで、科学的根拠

に基づき栄養管理ができる能力の涵養及び管理栄養士の職務と役割

への理解を深めた。４年次 28 名が、管理栄養士国家試験を受験し、

合格者 27名、合格率 96.4％を達成した。 

こども学科でも、感染防止対策を徹底したうえで保育園・幼稚園

等において実習を実施した。 

特記事項ｐ．53～54 

 

  エ 海外プログラム 

グローバルマネジメント学部は２年次及び令和４年度から延期し

た３年次を対象としたことで、２学年相当の学生数を派遣した。健

康発達学部食健康学科は２年次、こども学科においては３年次を対

象に、それぞれニュージーランドとフィンランドにおいて実施した。

なお、グローバルマネジメント学部においては、約４年ぶりの現地

実施となった。この結果、いずれの学科においても参加を予定して

いた学生の参加率は 100％となった。 

新型コロナによる影響を大きく受けていた海外プログラムだった

が、現地受入先大学との調整、学生の意識啓発や保証人対応、教職

協働を進め、渡航型再開を達成することができた。 

併せて、渡航が叶わない学生を対象に非渡航型のプログラムを新

たに企画し、フィリピンとオーストラリアに所在する２大学にて実

施した。 

特記事項ｐ．54～55 

 

(2) 大学院の開設 

令和４年４月に開設した長野県立大学大学院のソーシャル・イノ

ベーション研究科、健康栄養科学研究科の２研究科は、第２期生と

して、ソーシャル・イノベーション研究科には 12 名（入学定員 10

名）、健康栄養科学研究科には６名（入学定員５名）がそれぞれ入学

した。 

令和６年３月にはソーシャル・イノベーション研究科から 14 名、

健康栄養科学研究科から１名の修了生を輩出した。 

両研究科ともに、社会人学生が履修しやすい環境を整えるため、

具体的には、平日夜間の講義はすべてリアルタイムのオンライン授

業とし、土曜日には隔週で対面授業を行っている。 

特記事項ｐ．55 

 

(3) 入学者の受入れに関する取組 

  オープンキャンパスは、３年ぶりに対面で３日間実施した。総参

加者数は 1,962名となった。 

  また、対面でのキャンパス見学の受入れを増やしたところ県内外
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の高校 24校の参加が実現したとともに、教職員の派遣による高校で

の模擬授業や説明会を 40回実施、県外高校の進路指導教員を対象と

したオンライン併用型の説明会を２回実施した。 

  学長による高校訪問を継続するとともに、キャンパス見学時の生

徒、高校関係者への学長による広報機会を設けた。 

特記事項ｐ．56 

 

(4) 学生へのキャリア支援に関する取組 

体系的な就職支援プログラムの導入、きめ細かいキャリア就職相

談などを早期から導入することにより、令和３年度から３年連続で

就職希望者の就職率 100％を達成した。 

就職支援として、職員及び多様な業界の専門性を有するキャリア

コンサルタント７名を配置し、キャリア相談の充実を図った。また、

就職アドバイザー制度として令和４年度の 14 名から２名増の 16 名

の内定者を任命し、後輩からの多様な個別相談の対応や内定者報告

会（３回）、就職体験記の作成を行った。 

特記事項ｐ．56～58 

 

(5) 研究活動の推進に関する取組 

令和５年度は 25件（研究代表者分）の科研費に採択された研究に

取り組んだ。また、科研費申請・採択の促進策として、外部の申請

書添削サービス使用の促進及び経費支援に加え、職員による添削を

行った。 

特記事項ｐ．58 

 

 (6) 地域貢献の推進に関する取組 

地域課題の解決に行政と大学が連携して取り組んでいくため飯綱

町と４月に、東御市と令和６年２月に包括連携協定を締結した。 

協定締結先などとの連携のもと、学生が具体的な地域の企業や自

治体のプロジェクトに参加し、大学での学びを実践の中で深める学

習（PBL）プログラムを引き続き実施した。 

地域に開かれた大学として、「公開講座」を 14回、「デリバリー・

アカデミアを 21回開催した。 

特記事項ｐ．59～63 

 

(7) 国際交流の推進に関する取組 

  交換留学制度の拡充及び多様な協定校の開拓のため、７月から８

月にかけて学長を含む大学関係者が河北大学及び中国伝媒大学（い

ずれも中国）を訪問した結果、いずれも交換留学協定の締結につな

がった。また、これまで１校のみだった欧州においても、本学関係

者による訪問等により、パラツキー大学オロモウツ校（チェコ）、ヴ

ィータウタス・マグヌス大学（リトアニア）、ヴィリニュス大学（リ

トアニア）、トリノ大学（イタリア）の４校と交換留学協定を締結す

ることとなった。 
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  交換留学制度に基づき、本学からは８月に明知大学校（韓国）へ

学生１名、令和６年１月にカレリア応用科学大学（フィンランド）

へ２名、輔仁大学（台湾）へ１名の計４名を派遣した。一方で、９

月には明知大学校（韓国）から１名、輔仁大学（台湾）から２名の

本学初めてとなる交換留学生を受け入れた。 

特記事項ｐ．64 

 

２ 業務運営等について 

(1) 財務レポートの作成 

令和３年度に引き続き、県民、企業、自治体、設立団体等多様な

ステークホルダーに対し、本学がどのような事業や取組を実施し、

成果に繋げているかを報告するため、令和４年度財務諸表をもとに

「令和４年度財務レポート」を作成し、ホームページで公表した。 

特記事項ｐ．64 

 

(2) その他 

原則週１回（年 30回程度）大学運営会議を開催した。必要な情報

を丁寧に収集、論点を整理した上で、迅速な意思決定を行った。 

災害等のリスクに備え、三輪・後町両キャンパスにおいて防災訓

練を実施し、教職員の防災意識を啓発した。 

 

Ⅲ 業務の実績等 

 

１ 評価基準 

評価基準 評価 

特に優れた実績を上げている ｓ 

年度計画どおり順調に実施している（100％以上） ａ 

概ね年度計画を順調に実施している（80％以上 100％未満） ｂ 

年度計画を十分には達成していない（80％未満） ｃ 

業務の大幅な改善が必要 ｄ 

「評価」は、「評価基準・目安」のほか、計画の難易度、外的要因、取

組の経緯・過程等を総合的に勘案して決定する。 
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２ 業務の実績等（項目別） 

中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

第１ 中期計画の期間 

  平成30年４月１日から令和６年３月31日までの６年間  

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

１ 教育 

(1) 人材育成の方向 

 

アａ 総合教育科目の全てにおい

て、授業にディスカッション

やディベートを含むようにし

て、学生が主体的に授業に参

加できるようにする。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｂ プレゼンテーション能力、

コミュニケーション能力、課

・ 各学科のディプロマ・ポリシー

（卒業認定・学位授与の方針）

とカリキュラム・ポリシー（教

育課程編成・実施の方針）につ

いて、公表するとともに、学生

等に対し周知を図る。 

 

・ 大学で学ぶ意義や自分の将来像

について新入生が自ら考え、４

年間の目標設定をする機会と

して、学長との個別面談を実施

する。そこでの内容をキャリア

形成支援へと繋げていく。 

 

・ 総合教育科目の全てにおいて、

オンラインや対面の授業形態

に関わらず、授業にディスカッ

ション、ディベート等を含むよ

うにして、学生が主体的に授業

に参加できるようにする。 

 

・ １年次必修の「発信力ゼミ」（前

期：「発信力ゼミⅠ」、後期：「発

・ 各学部・学科のディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーを履

修案内に記載し、学生に周知した。またWebサイトに掲載し、広く周

知をした。 

 

 

 

 

・ 学長と新入生246名全員との個別面談を４～５月の18日間で実施し

た。寮生は象山寮での対面、寮外生は三輪キャンパスで実施した。新

入生が自ら大学で学ぶ意義や自分の将来像について考え、４年間の

目標設定をする機会となった。 

 

 

 

・ 総合教育科目では授業にディスカッション、ディベート等を含むよ

うにして、学生が主体的に授業に参加できるようにした。特に令和５

年度から導入した新学務システムの一部であるMellyというツール

（クラスＳＮＳ）を使い、学生と教員の双方向のディスカッションを

促す環境を整えた。 

 

 

・ 前期「発信力ゼミⅠ」は、全14クラスに分かれ、17～18人の少人数ク

ラスで実施した。 

a 
 
 
 
 

 
 

a 
 
 
 
 

 
 

a 
 
 
 

 
 
 
a 
 

１ 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

４ 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

題発見・解決能力等の社会人

として求められる実践的な能

力を、学生一人ひとりに合わ

せて効果的に向上させること

ができるよう、１年次通年必

修の「発信力ゼミ」を１クラス

学生16人程度（全15クラス）の

少人数クラスにより行う。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

アｃ 英語における「読む・聞く・

書く・話す」という４技能を身

に付けることができるよう、

本学の学生に合うよう独自に

構築した１年次・２年次必修

の英語の授業（英語集中プロ

グラム）を１クラス学生25人

程度（全10クラス）の少人数ク

ラスにより行う。 

 【毎年度】 

 

アｄ グローバルマネジメント学

科は、学生が経営学を根幹に、

ビジョン実現のため、グロー

バルな視野で組織等を動かす

信力ゼミⅡ」）を１クラス学生

16人程度（全15クラス）の少人

数クラスにより行う。 

 

 

 

 

・ ３年次にグローバル化した現代

世界を複眼的に捉えるための

教養を形成する「グローバル教

養ゼミ」を開講する。専攻分野

とは異なる領域について、幅広

くかつ深い学びの機会を提供

する。 

 

・ 必修の英語の授業（英語集中プ

ログラム）を、各学生の英語力

を勘案して１クラス学生25人

程度（全10クラス）の少人数ク

ラスにより行う。また、英語教

員による英語部会を月1回程度

開催し、授業改善や英語集中プ

ログラム運営のための検討を

行う。 

 

 

・ 学生が適切にコース選択できる

よう、学生の興味・関心、将来

の進路等に応じた丁寧な履修

指導等を引き続き行う。 

学生同士での議論・交流を踏まえて、コミュニケーション能力、課題

発見・解決能力等を養った。 

後期の「発信力ゼミⅡ」は、全15クラスに分かれ、12～19人の少人数

クラスで実施した。学外でのフィールドワーク等も実施した。また、

合同発表会を開催し、各ゼミによる発表を通じて、学生のプレゼン

テーション能力等の向上を図った。 

 

・ ３年次通年選択の「グローバル教養ゼミ」（全学対象）を開講し、１

クラス学生1～10人程度（全９クラス）により実施し、28人が受講し

た。週１コマでの開講で、専攻分野とは異なる領域について、幅広く

かつ深い学びの機会を提供した。 

 

 

 

 

・ 必修の英語の授業（英語集中プログラム）について、各学生の英語力

によってクラス分けを行い、１クラス学生18～32人（全10クラス）の

少人数クラスにより実施。１年次は入学前のプレースメントテスト、

２年生は１年次末の TOEIC-IP等の結果を勘案し、クラス分けを行っ

た。また、月に一度、英語教育部会会議を開催し、情報を共有すると

同時に、部会の諸課題を検討。さらに、必要に応じてAccuracy科目 

(英語運用能力を高める科目群) 、Fluency科目 (英語コミュニケー

ション能力を高める科目群) の担当者ごとにミーティングを行い、

指導内容の検討やカリキュラムの検討などを行った。 

 

 

・ グローバルマネジメント学部は、１年次には、履修案内・学生便覧に

コースごとにコースツリーを掲載したほか、４月のガイダンスや10

月のコース・ゼミナール選択のためのガイダンス時に、各コース・ゼ

ミナールの概要を学生に説明した。併せて、教務委員が学生からの相

 
 
 
 
 
   
 

a 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

マネジメント力を持ったリー

ダーへと育つよう、自らの課

題意識に応じて３つのコース

から選択できるカリキュラム

とするとともに、主体的・専門

的な学びを促す専門ゼミを実

施する。 

 【専門ゼミ：31（2019）年度以降

毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｅ 食健康学科は、学生がリー

ダーとなり得る実践力を備え

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ グローバルマネジメント学部の

各教員は、学生が選択したコー

スのカリキュラム履修を通じ

て所期の学びの成果が得られ

るよう指導を行うとともに、２

年次以降開講のゼミナールで、

自らの関心のある分野につい

て主体的な学びを促す。 

 

・ 食健康学科は、２・３年次に臨

地実習を設定し、世界標準であ

談に対し、履修指導を行った。 

・ 食健康学科は、１～４年次とも授業開始前に履修ガイダンスを実施

し、管理栄養士国家試験の受験資格等に必要な履修方法等を教務委

員より説明した。３年生を対象に学科独自のキャリア指導を全10回

実施した。 

・ こども学科は、各年次で授業開始前に履修ガイダンスを実施し、免許

及び資格取得（幼稚園教諭及び保育士資格）に必要な履修方法等を説

明した。また、３年次４月に全学生を対象に個別のキャリア面談を実

施したほか、５月以降３・４年次を対象として各種キャリアガイダン

ス及び個別相談を行い、進路に応じた就職支援を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ２・３年次とも履修登録時にゼミナール担当教員が必要に応じて個

別に履修指導を実施した。その上で、「ゼミナールⅠ」（２年次）、「ゼ

ミナールⅡ」（３年次）、「ゼミナールⅢ」（４年次）ともに20ゼミ程度

を開講し、自らの関心のある分野について主体的な学びを促した。 

 

 

 

 

 

・ 臨地実習における実習時間500時間を確保した。 

○３年次 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 

 

 
 
 
 
 
 

a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

※３つのコース 

 ・企業経営のマネジメント力等を養成する「グローバル・ビジネスコース」 

・新たな事業を立ち上げる構想力や実践力を養成する「企（起）業家コース」 

・地域課題を解決するための企画立案力や実践力を養成する「公共経営コース」 



10 

 

中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

た管理栄養士へと育つよう、

世界基準である500時間の臨

地実習を設け、積極的な履修

を促すとともに、栄養管理マ

ネジメントの能力を総合的に

養う。 

 【臨地実習：31（2019）年度以降

毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｆ こども学科は、一人ひとり

の学生がその適性を生かし、

将来の保育・幼児教育のリー

ダーとなり得る教育力・実践

力を備えた保育者へと育つよ

う、少人数専門ゼミを実施し、

保育臨床と往還する専門教育

を実践する。 

る500時間の実習の積極的な履

修を促す。 

実践活動の場において、科学的

根拠に基づいた栄養管理マネ

ジメントができる能力を涵養

するとともに、管理栄養士の職

務と役割について理解を深め、

自覚を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ こども学科は、２・３年次にこ

ども学ゼミを、４年次には卒業

研究を開講し、一人ひとりの学

生にきめ細かな専門指導を行

う。 

・ 加えて、２年次は幼稚園実習、

３年次は保育所実習及び施設

実習、４年次では幼稚園実習を

・８月から９月にかけて「臨地実習Ⅲ（保健所）」を実施し、栄養関

連サービスに関するプログラムの作成、実施、評価をマネジメン

トする能力を養成した。 

・11月から１月にかけて「臨地実習Ⅱ（病院）」を実施し、適正な栄

養管理、給食管理、栄養教育を行うための能力を養った。 

・１月から３月にかけて「臨地実習Ⅳ（福祉施設）」、「臨地実習Ⅵ（給

食施設）」を実施し、管理栄養士としての役割を理解し、学修を更

に深めた。 

・８月から１月にかけて「臨地実習Ⅶ（保健所）」を実施し、地域の

健康・栄養問題等に関する情報収集方法として、国民健康・栄養調

査方式による食事調査の計画・実施・評価より、総合的に評価、判

定（地域診断）する能力を養成した。 

○２年次 

・２月に「臨地実習Ⅰ(学校給食センター)」を実施し、栄養・食事管

理、安全・衛生管理、経営管理等、給食経営管理全般をマネジメン

トできる能力を養った。 

・ ３年次１・２学期にゼミナール（必修）を、３年次３・４学期から４

年次には卒業研究（必修）を開講し、研究的視野をもって実践に臨

み、リーダーとして活躍できる基盤を養った。４年次には、総合演習

（必修）を開講し、将来の管理栄養士として必要な基本的知識の整

理、統合を図り、実践的な応用力を高めた。 

 

・ 各年次において、次のとおり専門指導を行った。 

○４年次 

・「卒業研究（必修）」を、２～４名の少人数によるゼミ内で実施し

た。幼稚園への教育実習Ⅱ（39名）を計画どおり実施した。 

○３年次 

・「こども学ゼミⅡ（必修）」を、３つのコースに分け、２～４名の少

人数によるゼミを実施した。保育所実習Ⅰ（41名）及び施設実習Ⅰ

（41名）を計画どおり実施した。保育所実習Ⅱ（35名）及び施設実

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 【専門ゼミ：31（2019）年度以降

毎年度】 

 

 

 

 

 

 

アｇ ソーシャル・イノベーショ

ン研究科は、理論と実務を架

橋する実践的な教育を行い、

ソーシャルイノベーターを養

成する。 

 【令和４年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

アｈ 健康栄養科学研究科は、健

康栄養分野に関し、幅広く高

度な専門知識と倫理観のも

と、学術の理論及びその応用

を教授・研究することを基盤

とし、基礎健康栄養科学分野

または応用健康栄養科学分野

において学術研究を推進する

とともに、科学的根拠に基づ

き長野県の健康長寿をけん引

実施し、将来の保育・幼児教育

のリーダーに必要な教育力・実

践力を養う。また、保育施設等

でのインターンシップを実施

し、特色ある保育について学

び、リーダーの素質としての視

野を広げる機会を設ける。 

 

・ 社会人学生が受講しやすい環境

を整えるとともに、研究科生・

修了生へのアンケートやヒア

リング等を実施する。 

その結果を踏まえ、カリキュラ

ムの改善に活かし、研究科が目

指すソーシャルイノベーター

の養成につなげる。 

 

 

 

 

・ 社会人学生が受講しやすい環境

を整えるとともに、研究科生・

修了生へのアンケートやヒア

リング等を実施する。 

その結果を踏まえ、カリキュラ

ムの改善に活かし、研究科が目

指す健康長寿をけん引するリ

ーダーとなる人材の養成につ

なげる 

 

習Ⅱ（６名）を計画どおり実施した。  

○２年次 

・「こども学ゼミⅠ（必修）」を、学生の希望により10〜15名の３コー

スに分けて実施した。さらに３年次からのゼミの選択のために各

コースで教員の個別相談を行った。幼稚園への「教育実習Ⅰ」（39

名）を計画どおり実施した。 

  

 

・ 平日夜間はすべてオンライン授業にするとともに、土曜日も対面授

業とオンライン授業をそれぞれ隔週とすることで特に遠方の社会人

学生でも受講しやすい環境を維持した。 

また、４月と11月に定点観測アンケートを実施し、それらの結果を

踏まえて令和６年度からの新カリキュラムを検討、決定した。 

３月に修了した第１期生に卒業時アンケートを実施した。 

  その結果、個々の学生が関心を有する課題・テーマに関する分析レポ

ートの作成を個別指導する「リサーチペーパー」および企業の組織構

成や運営について深く学ぶ「経営組織論特論」という２つの科目を新

設するなど、教育効果が期待できる様々な改善を行い、令和６年度入

学者からのの新カリキュラムに反映した。 

 

・ 平日夜間はすべてオンライン授業にするとともに、土曜日開講も社

会人学生の予定に可能な限り配慮した日程を組むことで受講しやす

い環境を維持した。 

また、担当教員からのヒアリングを通して、令和６年度からの新カ

リキュラムを検討、決定した。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a 
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12 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

するリーダーとなる人材を養

成する。  

【令和４年度以降毎年度】 

 

 

 

イａ 海外において、実践的な英

語力、グローバルな視野、逞し

さなどを身に付けることがで

きるよう、２年次の海外プロ

グラム参加率について100％

をめざす。 

  【31（2019）年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ １年次の学生には、２年次の海

外プログラムに向けた継続的

な意識付けが行えるよう、情報

提供と併せ事前学習を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・ グローバルマネジメント学科に

ついては主として２年次及び

３年次、食健康学科については

２年次、こども学科については

３年次の学生に対して、ゼミ単

位又は研修先単位及び学科ご

とのより具体的な事前学習を

実施する。 

・ 海外プログラムについては、実

施方法を検討するとともに、令

和５年度に参加予定である学

生の参加率100％をめざす。実

施後はその経験を踏まえた事

後学習を実施する。また、教員・

学生による感想や意見を元に、

・ ４～５月に１年次を対象にした海外プログラム説明会をグローバル

マネジメント学部で２回、食健康学科で１回それぞれ開催し、２年生

の研修内容を中心に情報提供を行った。 

・ グローバルマネジメント学部においては６～７月の現地実施内容を

ふまえて、次年度の研修概要を決定した上で、１年次を対象とした研

修先希望調査及び研修先選考を実施した。３年次を対象とするこど

も学科では、９月フィンランド現地での実施内容をふまえて11月以

降、２年生を対象に情報提供を1回行った。12月中旬には全学科の保

護者（学生も参加可）を対象とした保護者説明会を実施した。１月以

降には各学部・学科及び各研修先に応じた渡航に向けた具体的な手

続開始や情報提供を実施した。 

 

・ 各学部・学科において次のとおり実施した。実施後は各学部・学科に

おいて事後学習を実施するとともに、次回以降の実施改善を見据え

たアンケートを実施した。 

〇グローバルマネジメント学部 

主として２年次及び令和４年度から実施を延期していた３年次の学

生について海外プログラムを実施した。新型コロナの影響が残る中

での２学年同時期での実施となり、本学の実施体制並びに現地での

受入体制などを十分に整えた上での実施となった。また、渡航を伴

わないオンラインを主としたプログラムも実施した。参加を予定し

ていた学生のうち、参加率は100％（259名（渡航型）、87名（非渡航

型））となった。 

〇健康発達学部食健康学科 

２年次の学生を対象にアメリカ（ミズーリ）に統一した上で海外プ

ログラムを実施した。参加を予定していた学生のうち、参加率は

100％（31名）となった。 

a 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
s 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イｂ 学生の英語力について、２

年次修了時までに全学生が

TOEIC600点以上となることを

最低到達目標とするととも

に、更なる向上を支援し、平均

点700点以上をめざす。 

  【31（2019）年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度に向けた改善等の調整

を必要に応じて行う。 

 

 

 

・ 訪問国及び研修先大学等の資料

を引き続き収集するとともに、

これまで収集した資料につい

て、海外プログラム参加の事前

準備として利活用できるよう

に提供方法等を整備する。 

 

 

・ eラーニング等のオンラインシ

ステムも活用しながら、全学生

に対して、英語運用能力を高め

る科目群と、英語コミュニケー

ション能力を高める科目群の

授業を並行して行うことによ

り、英語力をバランスよく向上

させる。 

 

 

・ ３・４年次の学生を対象に、高

度なリーディング能力とライ

ティング能力をめざす科目、高

度なコミュニケーション能力

を養う科目、高度な英語力と世

界の文化・社会に関する教養を

同時に涵養する科目の３種類

〇健康発達学部こども学科 

３年次の学生を対象にフィンランドにおいて海外プログラムを実施

した。参加を予定していた学生のうち、参加率は100％（41名）とな

った。 

 

・ 令和５年度の実施経験を含め、プログラム内容や生活環境等につい

て、説明会及び資料等で学生に適切な情報提供を行った。また、これ

まで提供している情報・資料も含め、Office365, SharePoint等の学

内共有システムを利用し、効果的・効率的な情報提供を行った。デー

タ配信のみならず、学内に配架している紙媒体資料も研修先の内容

に合わせ拡充を行った。学生のみならず保護者向け説明会も開催し、

情報共有を行った。 

 

・ 計画通りに、eラーニング等のオンラインシステムも活用しながら、

全学生に対して、Accuracy科目（英語運用能力を高める科目群）と、

Fluency科目（英語コミュニケーション能力を高める科目群）の授業

を並行して行い、英語力をバランスよく向上させる授業を展開して

いる。また、今年はグローバルマネジメント学部において２年生の人

数が例年よりも多く（令和４年度の入学者数が多かった）、かつ２年

生３・４学期英語科目の再履修者が多かったため、再履修クラス 

(G8) を設けて十分な学習機会を提供することで、２年次英語科目の

学修効果が低下しないようにした。 

 

・ ３・４年生に対して、計画通りの科目群を開講している。令和４年度

に引き続き、春には３・４年生選択英語科目に関するオンライン説明

会を実施した。また、令和４年度から始めた「英語とキャリアパス」

（卒業生に協力を依頼して、就職で英語力が役立ったことを紹介す

る動画ページ）を令和５年度も新たな動画を加えるなどして継続し、

今後の英語学習への意欲を刺激する取組みを行った。 
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a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を開講し、科目説明の機会を設

けてこれらの発展的英語科目

の履修を促すことで、英語集中

プログラム履修後も学生の英

語力向上をめざす。 

 

・ 言語教育センターにおいて、図

書館とも連携して外国語学習

用教材の充実と学生の利用を

図るとともに、学生の英語への

関心を高め、英語運用能力を向

上させるためのイベントや講

座などを開催する。 

英語教育部会においても、卒業

生とも連携して英語運用能力

の重要性を伝えるなど、学生の

学習意欲を高める取組を行う。 

 

・ 学生の英語力について、２年次

修 了 時 ま で に 全 学 生 が

TOEIC600点以上となることを

目標とするとともに、平均点に

おいては700点以上を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 言語教育センターにおいて、学生の英語使用の機会提供としてTOEIC

オンライン講座（16名受講）や県内ALTを招待しての特別講演会を開

催した。また、IVE Program（国際バーチャル交流プログラム）への

登録を行った。IVE Programは、学生がオンライン・フォーラムで世

界中の学生と交流するプログラムである。このほか、象山寮ではPBL

（Project Based Learning）や英語での料理教室、映画を題材とし

たディスカッションを行うイベントを実施した。 

 

 

 

 

 

・ 以下のような取組みの結果、54.5％の学生がTOEIC600点以上、平均点

は602点となり、達成率向上において、一定の成果が上がっている。 

（Accuracy科目） 

○１年次にチエル社のeラーニングでの課題学習により学びを促進させ

た。 

○２年次にALC社のTOEIC対策eラーニングでの課題学習により学びを促

進させた。 

○４学期の科目において、グローバルマネジメント学部では30％、健康

発達学部では20％、TOEIC試験のスコアを成績評価に反映する制度を

設け、学生のTOEICに向けた学習意欲向上を図った。 

（Fluency科目） 

○NGSL語彙リストを用いた語彙力向上の指導と、個々の学生のレベルに

 
 
 

 
 
 
b 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

イｃ 入学時、１年次修了時、２年

次修了時において、英語の外

部試験を実施して学修に対す

るモチベーションを高めると

ともに、その習熟度を測定し、

結果を検証しつつ大学全体の

結果について公表する。 

 【試験実施：毎年度】 

 【結果公表：31（2019）年度分か

ら毎年度】 

 

 

・ 英語の授業を効果的に行うた

め、入学前のプレースメントテ

ストの結果を用いてクラス分

けを行うとともに、入学時と１

年次修了時、２年次修了時にお

いて外部試験を実施する。ま

た、その習熟度を測定し、結果

を検証しつつ大学全体の結果

について公表する。 

合わせた５段階の全学NGSLテストの実施。 

 

・ １年生については入学直後の４月中旬に、オンライン版TOEIC-IP L&R

テストを実施し、入学時の学力を測定した。４学期末には、全学の

１、２年生に対してTOEIC-IP L&Rテストを実施し、それらの習熟度

を測定して結果を検証。２年次末でのL&R試験の大学全体の結果を公

表した。 

 
 

a 
 
 

 

 

20 

 

 

 

(2) 入学者の受入れ  

アａ 本学にふさわしい意欲ある

学生を確保するため、ホーム

ページ等はもとより、県内高

校等での説明会、模擬授業、オ

ープンキャンパス等の積極的

な広報活動を展開していく。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 大学及び大学院における積極的

な広報活動を展開していくた

め、ホームページや大学案内等

を効果的に活用し、アドミッシ

ョン・ポリシー（入学者受入れ

の方針）をはじめ、それに基づ

く教員、学生生活、イベント等、

魅力ある情報をタイムリーに

発信する。 

 

 

 

 

 

 

・ 広報戦略に基づき、高校訪問や

・ 各係に配置している広報推進員が中心となり、学内情報の収集を行

うとともに、各部署にて行われるイベントや学生生活の様子、教員の

研究成果等を随時ホームページ等に掲載するなど情報発信を行っ

た。 

また、受験生を対象とした特設サイト「受験生応援サイト」を制作

し、公式Webサイト内の膨大な情報から、受験生に必要な情報のみを

ピックアップして、シンプルかつわかりやすいコンテンツに整理し

た。なお、本学のイメージが伝わるよう、大学案内パンフレットや本

学学生が出演したコンセプトムービーを連動させ、イメージアップ

も図った。 

大学院については、専用ページにおいて昨年度整理したコンテンツ

を最新の情報に更新し、積極的な広報活動を展開した。また、両研究

科共に動画コンテンツの充実を図るために独自のYouTubeチャンネ

ルを利用した動画配信を行った。 

 

・ 広報戦略に基づき以下の入試広報活動を積極的に展開した。 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
a 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アｂ 令和２年度からの大学入学

者選抜改革に対応するととも

に、その間までの志願者・入学

者の状況を検証し、県民枠の

設定、試験科目その他入学者

選抜方法等について検討し、

最適なものとする。 

【令和２年度以降の入学者から

毎年度】 

 

アｃ 大学院について、アドミッ

ション・ポリシーに基づいた

入学者選抜試験を実施すると

ともに、志願者・入学者の状況

模擬授業、進路指導教員向け説

明会等を実施するとともに、各

種進学相談会・ガイダンスに参

加する。 

オープンキャンパスは、対面で

の実施を念頭に、新型コロナ流

行前の開催状況に戻せるよう

実施方法を検討する。 

学長による県内高校訪問を引

き続き実施しながら、キャンパ

ス見学時に学長による挨拶の

場を設けるなど、本学の基本方

針や教育内容を学長自ら高等

学校関係者及び生徒に直接説

明する機会を設ける。 

 

・ 令和２年度からの大学入学者選

抜改革を踏まえ、入学者選抜試

験を適切に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 大学院入試説明会の状況、各種

入試志願者数を分析し、志願者

数向上のための改善を図る。 

また、アドミッション・ポリシ

○高校での説明会・模擬授業（県内33回、県外７回） 

○進路指導教員向け説明会を対面・オンライン併用型で実施（全２回、

対面16人・オンライン24人 計40人参加） 

○３年ぶりの全対面型オープンキャンパスを実施（７月16日：568名、

８月19、20日：1,394名） 

○進学相談会への参加（県内外30会場） 

○学長による高校訪問を実施。高校の校長及び高校関係者に対し、本

学の基本方針や教育内容を説明し意見交換を行った（県内11校） 

○入試・広報室職員による高校訪問（県内36校、県外16校） 

○キャンパス見学の受入れ（県内21校、県外3校） 

○キャンパス見学に来学した生徒及び学校関係者に、学長自ら本学の

特徴をアピールする時間を設け、進路指導教員とのコミュニケーシ

ョンを図り、相互の情報共有に努めた。 

 

 

 

・ 文部科学省の通知に従い、入学者選抜要項を適切に公表し、入学者選

抜を実施した。 

また、新学習指導要領への変更に伴う令和７年度入学者選抜につい

て、受験教科の表記や文言など、各学科を通して最終点検を行い、令

和６年度当初からの速やかな入学者選抜要項公表に備えた。 

 

 

 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション研究科は、対面による公開模擬授業・学

校説明会を計６回（長野市３回、塩尻市１回、東京２回）開催した。

公開模擬授業では本研究科の特色ある授業を参加者に受講していた

だく機会とし、専任教員や非常勤講師など多数の教員及び現役院生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

を検証する。 

【令和４年度以降の入学者から

毎年度】 

 

 

 

 

 

アｄ ソーシャル・イノベーショ

ン研究科のアドミッション・

ポリシーにふさわしい入学者

を確保するため、Webページの

充実、説明会の開催及び関係

機関への訪問説明等を積極的

に行い、社会人を中心に広報

活動を展開する。 

【令和４年度以降の入学者から

毎年度】 

 

 

アｅ 健康栄養科学研究科のアド

ミッション・ポリシーにふさ

わしい入学者を確保するた

め、Webページの充実、説明会

の開催及び関係機関への訪問

説明等を積極的に行い、社会

人及び大学在学生を中心に広

報活動を展開する。 

【令和４年度以降の入学者から

毎年度】 

ーに掲げる人材確保のために

適切な入学者選抜が行われて

いるかを研究科生のアンケー

ト等を基に検証する。 

 

 

 

 

・ 過年度入試の状況を踏まえ、タ

ーゲットを明確にした広報活

動を行う。特に、Webページによ

る積極的な発信を重点的に行

い、説明会の開催、関係機関へ

の訪問説明も継続的に行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 過年度入試の状況を踏まえ、タ

ーゲットを明確にした広報活

動を行う。特に、Webページによ

る積極的な発信を重点的に行

い、説明会の開催、関係機関へ

の訪問説明も継続的に行う。 

が運営に関わった。 

健康栄養科学研究科は、対面による入試相談会を２回実施し、アド

ミション・ポリシーに掲げる人材確保のための広報活動に力を入れ

た。 

また、第１期生、第２期生に対してアンケートを実施し、アドミッシ

ョン・ポリシーに掲げる人材の確保ができているかなどの検証を行

った。 

 

・ 地域包括連携協定を結ぶ市の首長等に対する訪問や企業訪問を教員

が行った。第１期生、第２期生の入学実績がある１市からは個別の説

明会開催依頼を受け、閉庁後の時間を利用した説明会を開催した。 

また、地域おこし協力隊向け説明会をオンラインにて開催する企画

を初めて行った。説明会はオンラインで行い、アーカイブ視聴をで

きるようにした。 

大学院に関する情報サイトにも広告掲載をし、研究科の広報活動に

力を入れた。このほか民間企業への働きかけとして、本学学部生の

就職先やインターンシップ受け入れ先などに対して広報チラシ送付

し、オンラインによる説明会を開催したり、個別の説明を希望する

企業への訪問を実施したりした。 

 

・ 研究科教員が個別に広報活動を進め、自身が所属する学会の大会時

には本研究科の広報活動も併せて行うよう工夫し、広報活動を展開

した。 

大学院に関する情報サイトにも広告掲載をし、さらにYouTubeによる

ＣＭ制作及び県内、近隣県への配信を行い、近隣県を中心とした配

信を行った。 

 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

イａ 編入学の実施学科、募集人

員の規模、入学者選抜方法等

について検討し、令和４年度

の編入学実施の方向で対応を

進める。 

 【検討：令和２年度を目途に】 

 

 

 

イｂ 単位互換について、対象科

目等について検討し、令和３

年度までに実施の方向で他大

学との協議等を進める。 

 【検討：令和２年度を目途に】 

・ グローバルマネジメント学部に

おいて、引き続き編入学入試を

実施するとともに、編入学生が

円滑に修学できるようサポー

トする。 

また、編入学生の修学状況を確

認し、今後の参考となるよう検

証を進める。 

 

・ 本学科目をコンソーシアム信州

の単位互換科目として提供す

る。また、本学学生がコンソー

シアム信州の単位互換科目を

履修できるよう、履修手続きを

引き続き周知する。 

・ グローバルマネジメント学部は９月に編入学学生募集要項を公表し、

11月に入試を実施し、入学予定者を４名確保した。 

・ 出願期間前の事前相談への対応については、事前相談時に質問が多

い入学後の単位認定想定に関する相談に応じられるよう教務委員を

中心に体制を構築した。 

・ 令和４年度に入学した４名の編入学生についても円滑に修学できる

ようサポートを継続し、無事全員が２年間で卒業することができた。 

 

 

・ 本学からコンソーシアム信州に２科目（「言語学Ⅰ」「経営組織論」）

を提供し、最終的に100名を超える履修者が受講した。 

本学学生が履修できるよう、履修手続きを引き続き周知した。 

a 
 

 
 
 
 
 
 

 
a 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

(3) 教育の質の向上等  

アａ 成績評価にＧＰＡ（成績評

価値）を用いて、学修成果を可

視化して学修に対するモチベ

ーションを高めるとともに、

その分布の検証と適正化を行

い、その結果を授業内容、方法

等の改善につなげる。 

【毎年度】 

 

 

 

 

アｂ 予習・復習の内容について、

学務システム等を用いて学生

・ 成績評価にＧＰＡ（成績評価値）

を用いて、学修成果を可視化す

る。 

令和５年度における新学務シ

ステムの導入により、その分布

等の検証を行い、その結果を授

業内容、方法等の改善につなげ

られるように環境整備を進め

る。 

 

 

 

・ 令和５年度からの新学務システ

ムの導入より、教職員及び学生

・ ４月から新学務システムを導入し、各科目における受講者のＧＰ、Ｇ

ＰＡ分布状況がシステム上で確認できるようになり、各教員がそれ

ぞれの科目における分布を検証できるようになった。学生について

もシステム上で自身のＧＰＡを確認できるようになり、より学修成

果の可視化が進んだ。 

また、10月には新学務システムにおけるＧＰＡ分布等の分析方法に

ついて、ＦＤ研修を行い、各担当教員がそれぞれの授業改善に生か

せるよう環境を整えた。 

なお、今年度も継続して複数教員が担当する「発信力ゼミ」ではルー

ブリック（評価基準）を活用し、担当教員間での認識共有を行い、授

業評価の公平性を担保している。 

 

・ 予習・復習等について、シラバスに具体的に記載し、学務システム及

びホームページで公表した。学生に対し、ガイダンスでの説明や履修

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

に周知するとともに、少人数

教育を基本とした学生と教員

との距離が近い教育を行い、

活発なディスカッションにつ

なげて授業理解の深化を図

る。 

  【毎年度】 

の教育環境の充実や利便性の

向上を図る。 

予習・復習等について、シラバ

スに具体的に記載し、学務シス

テム及び大学ホームページで

公表する。学生への学務システ

ムの使い方について周知する

ほか、履修案内・学生便覧を配

布し学務システムへの接続方

法や学務システムでできるこ

とを周知する。eラーニング等

のオンラインシステムについ

て、学生には新入生ガイダンス

にて周知し、参考文献の提示や

資料配布、レポート・課題提出

等、教員と学生をつなぐツール

として活用する。 

 

・ 授業にディスカッション、ディ

ベート等を含めることにより、

学生の学びの意識を高め、授業

理解の深化を図る。オンライン

授業・対面授業・ハイフレック

ス授業を併用し、授業形態に関

わらず学生が主体的に授業に

参加できるようプレゼンテー

ションやディスカッション等

を導入する。 

案内・学生便覧の配布により、学務システムへの接続方法などの使い

方を周知した。 

Glexaについて、学生には新入生ガイダンスで周知し、参考文献の提

示や資料配布、レポート・課題提出等、教員と学生をつなぐツールと

して活用した。 

12月には大学IRコンソーシアムと連携して全学生向けの学生調査を

行い、予習・復習時間を含めた学修時間を調査した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ １年生必修授業である「発信力ゼミ」ではディスカッション、ディベ

ート等を含めることにより、学生の学びの意識を高めた。 

・ オンライン授業・対面授業・ハイフレックス授業を併用し、授業形態

に関わらず学生が主体的に授業に参加できるようプレゼンテーショ

ンやディスカッション等を導入した。授業改善アンケートの項目「教

員は双方向的な授業を行う工夫をしていた」の全学平均値は、通年で

4.5（５点満点）となった。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

イａ グローバルな社会で活躍で

きるための教養教育と専門教

・ グローバルな社会で活躍できる

ための教養教育と専門教育に

・ 令和４年度入学者から運用している新カリキュラムの運用を引き続

き行った。３学期からは交換留学生の受け入れを行い、拡充した科目

a 
 

32 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

育について、本学のめざす人

材育成に適したカリキュラム

となっているか検証し、必要

に応じ、科目の追加等、最適な

カリキュラムへの変更を行

う。 

 【検証：令和３年度】 

【変更：検証結果や変更結果を

踏まえ、令和４年度以降毎年

度】 

 

イｂ 大学院については、完成年

度（令和５年度）に向け、設置

計画を着実に履行する。 

【令和４年度以降毎年度】 

ついて、本学のめざす人材育成

により適したカリキュラムと

するため、入学年度別に並行し

て運用している複数のカリキ

ュラムを適宜検証し、必要に応

じて次年度以降の変更に活か

す。 

 

 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション研

究科、健康栄養科学研究科とも

に設置計画を着実に履行する

ために必要な組織体制を整え、

設置計画に掲げるカリキュラ

ムを体系的に実施する。 

 

「日本語Ⅰ・Ⅱ」をそれぞれ開講した。 

専門ゼミ以外に少人数の演習形式で開講される「グローバル教養ゼ

ミ」も引き続き開講した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 両研究科ともに入試・教務など根幹業務に係る担当教員を決定する

とともに、概ね月１度の研究科会議を開催し、事務局と協働しながら

設置計画を着実に履行した。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

ウａ ＦＤ研修に毎年度１回以上

参加する教員の割合について

100％をめざすとともに、学生

による授業評価を導入し、そ

の結果を授業の改善につなげ

るよう取り組む。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

・ ＦＤ・ＳＤ委員会を開催し、教

育の質の向上という観点から、

ＦＤ研修の内容を検討する。研

修の年間計画を作成・周知の

上、ＦＤ研修を実施し、毎年度

１回以上参加する教員の割合

について100％をめざす。 

 

・ 学生に対する授業改善アンケー

トについて、内容や公表方法等

を検討の上、学期ごとに実施す

るとともに、ＦＤ・ＳＤ委員会

・ 本学内で行われたＦＤ研修は計５回であった。加えて公立大学協会

が提供する研修システムを教職員に案内し、より多くの研修を受講

できるようにした。１回以上参加した教員の割合は100％となった。 

６回のＦＤ・ＳＤ委員会を開催し、今後教職員に求められる能力や

研修について検討した。 

 

 

 

・ 学生に対する授業改善アンケートを学期ごとに計４回実施した。な

お、アンケート結果は新学務システムで教員が各自確認できるよう

にした。 

・ システム上で各学生のＧＰとＧＰＡの相関など様々な学修成果をグ

a 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 



21 

 

中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

ウｂ 教員が相互に授業参観を行

い、自らの授業の内容・方法の

改善に役立てるようにする。

特に「発信力ゼミ」など毎年

度、担当教員が交代する可能

性がある科目については、授

業参観の実施とともに、年度

末に、授業成果について教員

間で意見交換を行う。 

  【毎年度】 

が教員の授業への取組方法や

学生の授業満足度等を検証し、

その結果を授業の改善につな

げるよう取り組む。 

 

・ ＦＤ活動の一環として、教員が

相互に授業参観を行い、自らの

授業の内容・方法の改善に役立

てるようにする。「発信力ゼミ」

については、教員間で優れた授

業のノウハウを共有するとと

もに、年度末に、授業成果や翌

年度の授業計画等について教

員間で意見交換を行う。 

ラフで確認することができる。そのグラフの意味やグラフの見方、分

析方法に関するＦＤを開催した。Zoom上で開催し、当日欠席した教員

も録画を視聴できるように整備した。 

 

 

・ 教員が相互に授業参観を行い、自らの授業の内容・方法の改善に役立

てた。特に、グローバルマネジメント学部において10月後半から一部

科目の授業参観を呼びかけ、教員のみならず職員も参加可能とした

上で意見聴取を行った。 

・ 「発信力ゼミ」については、教員間の意見交換を随時実施した。 

 
 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

(4) 学生への支援  

アａ 象山寮において、豊かな人

間性、主体性、社会性、コミュ

ニケーション能力等を身に付

けられるよう、教員、地域の方

などと語り合う「象山未来塾」

等の学修プログラムへの参加

を寮生に促す。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

・ 感染症等の拡大防止に努めなが

ら全員入寮を基本とし、寮監等

が学生サポートセンター、管理

人等と連携して生活、学修指導

等を行う体制を整える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 全員入寮を基本とし、240名の新入生が入寮した（新型コロナ等の理

由による辞退者は6名）。入寮時のほか新型コロナが５類となった後

も、発熱等の体調不良時にはすみやかに大学へ連絡が入り、適切な感

染防止対策がなされた。 

・ 令和４年度末に策定した寮の基本運営方針を踏まえ、寮監、学生支援

委員会、レジデント・アシスタント、学生サポートセンター、管理人

が連携して、生活や学修の相談窓口や助言・指導役を担う体制を整え

た。 

・ 地域交流として、寮のある西後町地区の地域伝統行事「ながの祇園

祭」には２日間で計49名が参加し、屋台巡行を行った。 

・ 寮生が社会貢献活動を行う学修プログラム「サービスラーニング」と

して、ながのＮＰＯセンターによる「地域まるごとキャンパス」の説

明会を７月に実施した。18名が活動に参加し、2月には三輪キャンパ

スにおいて報告会を実施した。 

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「象山未来塾」について、学生

が多彩なゲストと語り合い、イ

ノベーションの考え方に触れ、

自身のキャリア（生き方）と向

き合える内容・プログラムを検

討し、寮生の主体的な参加を促

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 10月には長野市・小布施町との交流事業によりフィンランドから来

日した大学生３名を４日間受入れ、歓迎会を開くなど英語による交

流を行った。 

 

・ 令和５年度は多彩なゲストと語り合いイノベーションの思想に触れ、

自身のキャリア（生き方）を考える教育課程プロジェクトとの位置づ

けのもと、以下のイベントを開催した。 

○第一回（10月18日実施） 

「大空で活躍するパイロットが語る『人生における挑戦』」 

講師：現役パイロット（元日本航空所属） 

破綻から転職、更にグローバルな舞台を目指したキャリアストーリ

ーから、自身のキャリアについて考える企画。 

講演後のグループワークについては、企画から運営まで学生の有志

が担当。それぞれが自身のキャリア、今後の挑戦などについて考え、

最後は一人ずつ発表した。（10名参加）。 

〇第二回（12月８日実施） 

「世界へ飛び出すリーダーになれ！」 

講師：本学グローバルマネジメント学部 非常勤講師 臼井 則生

先生 

世界開発銀行勤務など、国際舞台で活躍されたキャリアから、これ

からのグローバル人材に求められるものをテーマに語ってもらっ

た。（19名参加） 

〇第三回（１月19日実施） 

「経営者に学ぶケーススタディ」 

講師：ＮＰＯ法人長野都市経営研究所から株式会社シューマート代

表取締役霜田 清 氏、株式会社八十二銀行人事部長 岩渕 裕泰 

氏、人事部キャリア開発グループ採用担当 峯村 諒汰 氏、株式会

社白馬ハイランドホテル 代表取締役 掛谷 嘉則 氏 

「企業づくりがまちづくり」との視点で参加企業のトップが次世代

を担う学生と語り合い、学生の思いや考えを知ることで企業及び学

 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

アｂ 象山寮において、寮生が自

主的に協調して生活・活動で

きるよう、上級生がレジデン

ト・アシスタントとなり支援

する体制を執る。 

  【31（2019）年度以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

アｃ 学生の地域との連携・交流

につながる取組をソーシャ

ル・イノベーション創出セン

ターやキャリアセンターにお

いて推進する。 

  【令和４年度以降毎年度】 

 

 

・ 寮での共同生活をより良くする

ために、ユニットリーダー会議

を開催してユニット内での各

自の役割を明確化し、寮生自ら

が主体的に考え、自主自律によ

り寮を運営するよう促す。 

 

・ レジデント・アシスタントや私

費留学生などの上級生が、１年

生の生活面や学修面を支援す

る。 

 

・ 地域の企業、ＮＰＯ法人や市町

村等のプロジェクトや課題に

対して、学生が自らの問題意識

に基づき主体的に参加するこ

とを促し、現場に基づく実践の

中で大学での学びを深める学

習プログラム等を地域と連携

して実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

生双方の成長に繋げる。（７名参加） 

 

・ 寮生の自立的な生活ルールを定め実行していくため、月１回程度で

ユニットリーダー会議を開催し、レジデント・アシスタントもオブザ

ーバーとして参加した。それぞれのユニットの実情や悩みについて

情報共有を行った。 

・ 寮長やユニットリーダーが中心となり、自主的に交流会や料理イベ

ント、スポーツ大会を企画・実施した。 

 

・ レジデント・アシスタント２名、私費留学生４名の上級生が、１年生

の生活面や学修面を支援した。 

 

 

 

・ 学生が具体的な地域の企業や自治体のプロジェクトに参加し大学の

学びを実践の中で深める学習（ＰＢＬ）プログラム等を地域連携のも

と実施した。 

○王滝村との連携協定を契機とした地域行事や学生企画イベント等を

通じた住民との交流（王滝村と地域事業者（REXT滝越）とソーシャ

ル・イノベーション創出センターの協働、県地域づくり支援金活用、

学生６人参加） 

○高山村の地域活性化を考えるワークショップの実施（高山村と地域

事業者（red wood inn）と地域コーディネーターの協働、学生28人

参加）  

○大町市のインバウンド観光誘客プロジェクトの実施（大町市と事業

者（ジャパンナビ）と大学）の協働、県チャレンジナガノ採択事業、

学生８人参加） 

○楽天（株）の地域巻き込み型社員研修の実施（企業（楽天）と地域事

業者（BAZUKURI）と大学の協働、学生11人参加、県庁職員・地域企業

社員・地域事業者７人参加） 

 
 

a 
 
 
 
 
 

 
a 
 

 
 
 

s 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

・ 学生が理事長裁量経費を活用しながら、次のとおり地域と連携し、主

体的に取り組んだ。 

○中野市子育て支援ボランティア「信州なかのママ」と協働し、食物ア

レルギーに対応したおやつ作りを中心とした親子向け教室の実施 

○特別なケアが必要な子どもや、家庭環境等に問題がある子どもと信

頼できる大人をマッチングし、子どもと社会のつながりを強化する

バディプログラムの実施 

○哲学、プログラミング的思考、アートの手法を活用し、地域の子ども

達が好きなことを探求し表現できるプログラムの提供 

・ ゼミ等において、学生が主体的に参加する取組を地域と連携して次

のとおり実施した。 

○グローバルマネジメント学部と健康発達学部こども学科が連携し、

世代間交流、地域における学びの場の提供を目的に、プログラミン

グや身体教育を活かした子ども向けワークショップを開催した。 

○健康発達学部食健康学科において、親子やシニア、コープながの組

合を対象とした栄養教室を実施し、災害対応としての食の備えに関

する知識やスキルの普及を図った。 

○健康発達学部こども学科において、飯綱町と連携し親子との交流活

動や、子育て世代及び幼児教育関係者向けの専門講座を実施した。

等 

 

 

 

 

 

 

 

イａ 就学困難な学生のための授

業料減免の実施や奨学制度の

構築を進めるとともに、金融

機関と連携して海外プログラ

ムに係る支援を実施してい

く。 

 【実施：毎年度】 

 【奨学制度の構築：30（2018）年

度】 

 

・ 就学困難な学生を支援するため

の授業料減免や奨学制度のほ

か、私費外国人留学生に対する

奨学制度に基づき、支援を着実

に実施する。また、金融機関等

と連携して海外プログラムに

係る支援を実施していく。 

 

 

 

・ 海外プログラムについては、日本学生支援機構（JASSO）の「海外留

学支援制度（協定派遣）」において、海外プログラム全８プログラム

及び交換留学（派遣・受入）の申請を行い、６プログラムが採択され、

計38名、総額418万円の給付型奨学金が採択された。派遣交換留学の

学生のうち令和６年度に派遣期間がまたがる学生については今後91

万円を給付予定。長期海外留学（交換留学）予定の学生へは民間奨学

金の斡旋も行い、渡航支援金25万円、派遣期間中毎月20万円の奨学金

を取得した。 

・ 修学支援新制度によるJASSOの給付等奨学制度及び授業料減免を案内

し、手続きを行った。 

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イｂ 安心して学生生活を過ごせ

るよう、学生の健康診断受診

率について100％をめざすと

ともに、学生サポートセンタ

ーにおいて、きめ細かに学生

の健康・メンタル、学修等の相

談に応じる。 

  【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学生の健康診断受診率について

100％をめざすとともに、 学生

サポートセンターにおいて、ス

クリーニング等を実施し、悩み

の早期発見・支援に努めるほ

か、学修や対人関係、心身の健

康、障がいに関する悩み等の相

談や合理的配慮の提供にきめ

細かに応じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○奨学制度(10月末時点の奨学金受給人数）:給付(97名）、貸与(１

種)237名、貸与(２種)148名 

○授業料前期分減免：107名(うち第Ⅰ区分55名、第Ⅱ区分32名、第Ⅲ区

分20名） 

○授業料後期分減免：99名(うち第Ⅰ区分55名、第Ⅱ区分37名、第Ⅲ区

分7名） 

・ 私費外国人留学生向けに、本学独自の減免支援（７名）を行った。 

物価高による経済支援策として、JASSO助成金と六鈴会寄付金を財源

として、大学食堂において100円ランチDayを実施した。６日間で延

べ1,882食を提供した。 

 

・ ４月に学生定期健康診断を実施し、受診率は95.2％となった。期間内

に受診できなかった就活学生等には、提携病院での受診や自費受診

を勧奨した。 

・ 修学上、心身の不調等の悩みのある学生に対してカウンセラー及び

保健師による継続的な相談を実施し、必要に応じて関係部署や教職

員、外部機関等との連携を図った。（相談延べ995件） 

・ 学生からの相談及び学生全体に向けて次のとおり対応した。 

○カウンセラーにより継続的対応を行うとともに悩みの早期発見・支

援に向けて４月及び10月にメンタルヘルススクリーニングを実施。 

○メンタルヘルス等の情報の情報提供や相談窓口の周知を行うため学

生相談だよりの発行 

〇ゲートキーパーを活用したピア・サポーター養成講座を１年生対象

に実施 

○寮における集団生活での悩みの早期発見・支援につなげるため、カ

ウンセラー、保健師、寮担当職員による個別相談会を7月及び10月に

実施 

○事務局学務課内で定期的に修学上の悩みや課題等のある学生につい

て情報共有し、サポートを検討 

○障がいを持つ学生に対して、安心して大学生活を送れるよう修学上
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

・ 大学食堂の事業者と連携し、学

生の適切な食生活に配慮して、

大学食堂での昼食の提供を行

う。 

及び大学生活上での合理的配慮の提供を行うため、調整・フォロー

アップを実施 

 

・ 感染症の拡大防止に留意しながら昼食を提供をした。曜日限定のパ

ン販売及び特別メニュー（月1回程度）を実施した。 

物価高による経済支援策として、JASSO助成金と六鈴会寄付金を財源

として、大学食堂において100円ランチDayを実施した。6日間で計

1,882食を提供した。 

 

 

 

a 
 

 

 

 

44 

 

 

ウａ 就職、進学等に向け、資格取

得に必要な学修支援、個別指

導、社会的自立に必要な論理

的思考力、コミュニケーショ

ン能力など汎用的な能力の養

成を行うとともに、キャリア

センターにおいて、インター

ンシップの実施などキャリア

形成や就職活動の支援に取り

組み、就職希望者については

就職率100％をめざす。 

 【インターンシップ：令和２年度

以降毎年度】 

 【就職率：令和３年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学生の多様性を踏まえ、４年間

の体系的なキャリア形成支援、

就職支援を行う。キャリア支援

行事や発信力ゼミ、インターン

シップなどの機会を活用し、学

生が進路を主体的に選択する

ためのキャリア形成支援や就

職活動支援に取り組む。就職希

望者については就職率100％を

めざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 入学直後の学長面談を皮切りに、４年間の体系的なキャリア・就職支

援を計画的に行い、３年連続で就職希望者の就職率100%の目標を達

成した。 

・ 企業就職、公務員、起業、進学など多様な進路への支援をきめ細かく

行った。 

〇学長面談：全員の面談にキャリアセンター職員が同席。４年間の目

標設定を確認した。 

〇発信力ゼミ：教員と連携し、１年生全員にキャリアに関する２講座

を開講した。 

〇インターンシップガイダンス：５月に開催し、46名参加。夏期インタ

ーンシップ参加促進を積極的に行った。 

○低学年のキャリア形成支援、３年生の就職支援強化のため、14回の

就職対策講座を開講。 

○個別相談体制を強化、相談予約枠を増設、専門性高いカウンセラー

８名体制でキャリア就職相談の充実を図った。 

○４年生16名の様々な業界の内定者による就職アドバイザー制度実

施。学科別内定者報告会開催。 

〇２年生全員を対象に、進路選択の幅を広げるためにR-cap適性検査、

アセスメントの解説会を実施。 

○２・３年生を対象に、企業と連携し学内説明会を実施。（オンライン

企業研究会15社 学内企業説明会6社） 

〇起業家志望の学生の支援強化として、（一社）VENTURE FOR JAPANと

s 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウｂ グローバルマネジメント学

科の学生について、選択した

コースに応じた専門性を生か

した進路選択やインターンシ

ップなど社会と関わる経験を

通しながら、身に付けたグロ

ーバルな視野とリーダーシッ

プを生かして、製造業、サービ

ス業、金融機関等への就職、起

業・創業、家業の承継、行政機

関、公共的団体等への就職等

へとつながるキャリア支援を

行う。 

 【インターンシップ：令和２年度

以降毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ キャリアセンターは、学部の専

門性を活かした進路選択を可

能にするよう、多様な機会を創

出し、学生が社会と関わる経験

を通しながら、進路を主体的に

選択するためのキャリア・就職

支援を行う。学生に対し大学で

の学びを活かせるグローバル

企業などを中心に、県内外の企

業の魅力を発信できる機会を

積極的に提供していく。 

 

 

 

・ 単位認定する選択必修科目の

「インターンシップ」を適切に

実施するとともに、県内企業を

中心として新規受入れ先の開

拓を行う 

 

連携協定締結、個別説明会を２回実施。 

〇県内企業の魅力を発信するために、県内企業・団体を回るバスツア

ーを実施。25名参加。（11月） 

○３年生を対象に、公務員志望者のため、公務員に特化した対策講座

２講座を開講。 

〇就職アドバイザーによる内定者報告会の実施。（学科毎各1回） 

〇書類選考通過率アップに向けて、学内でプロのカメラマンによる証

明写真撮影会の２回開催。48名が利用。 

○上越教育大学大学院ガイダンス（10月３名） 

 

・ 夏期休暇期間中にインターンシップを実施した。（53社・団体、112人

参加） 

インターンシップ成果報告会を開催し、その成果を発表した。受入

れ先３社の担当者も出席、講評をいただいた。 

・ 学生の就職先確保やグローバルな優良企業の魅力をより多く学生へ

伝えるために、外部の情報交換会、交流会などへ職員が積極的に参加

し、ネットワーク確立に努めた。 

・ 信濃毎日新聞主催 長野県内（80社）企業との情報交換会参加 

・ 東京経営者協会主催 産学交流会参加 

・ 新潟県内企業オンライン交流会参加 

・ 県内企業の魅力発信や就職率向上を目的とした東信地域企業と本学

就職担当教員・及びキャリアセンター職員との情報交換会を２回開

催した。 

 

・ インターンシッププログラムに112名が参加。そのうちのグローバル

マネジメント学部３年生24人が履修登録し、事前研修、実習、事後研

修、成果報告会を経て21人に単位を認定した。 

積極開拓の成果が現れ、業界、職種の幅も広がり、最終的には38社で

実施することが出来た。１名の学生が、長野県主催産学官連携イン

ターンシップ制度を利用し海外インターンシップ（タイ）に参加し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

ウｃ 食健康学科の学生につい

て、保健所、病院、福祉施設、

給食施設等の臨地実習など社

会と関わる経験を通しなが

ら、様々な分野で、人々の健康

やＱＯＬ（生活の質）の向上に

寄与する食を通じた健康のプ

ロフェッショナルへとつなが

るキャリア支援を行う。管理

栄養士の国家試験合格率につ

いては、100％をめざす。 

 【合格率：令和３年度以降毎年

度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ キャリアセンターは、学科の専

門性を活かした進路選択を可

能にするよう、多様な機会を創

出し、学生が社会と関わる経験

を通しながら、進路を主体的に

選択するためのキャリア・就職

支援を行う。県内の管理栄養士

の求人の開拓を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 食健康学科は、２・３年次に臨

地実習を設定し、学生がリーダ

ーとなり得る実践力を備えた

管理栄養士へと育つよう世界

標準である500時間の臨地実習

を設け、積極的な履修を促す。

実践活動の場において、科学的

根拠に基づいた栄養管理マネ

ジメントができる能力を涵養

するとともに、管理栄養士の職

務と役割について理解を深め、

自覚を促す。 

・ ３年次１・２学期にゼミナール

た。 

 

・ ４年生全員とのキャリアセンター職員の個別面談を実施。（４月）、結

果を教員と共有、学生の進路への意識と方向性を確認し、結果を踏ま

えた支援を行い、就職希望者の就職率100%の目標を達成した。 

・ 学年ごとに次のとおりキャリア支援を実施した。 

○２年生：「食健康キャリアデザイン」の科目開講（3学期、履修者16

人） 

○３年生：就職ガイダンス（6月12人 1月13人） 

○全学年：キャリア相談会（計1回、44人参加） 

○上越教育大学大学院ガイダンス（10月３名） 

〇２年生全員を対象に、進路選択の幅を広げるためにR-cap適性検査、

アセスメントの解説会を実施。 

○２・３年生を対象に、企業と連携し学内説明会を実施。（オンライン

企業研究会15社、学内企業説明会６社） 

〇４年生の就職アドバイザーによる内定者報告会の実施。（12月28名） 

 

・ 臨地実習は500時間を確保した。実践活動の場で科学的根拠に基づく

栄養管理ができる能力の涵養及び管理栄養士の職務と役割への理解

を深めた。 

・ ゼミナール及び卒業研究を通し、研究的視野をもって実践に臨み、リ

ーダーとして活躍できよう基盤を涵養した。 

・ 総合演習では、管理栄養士に必要な基本的知識の整理と統治を図り、

実践できるための応用力を向上した。 

・ 第３期生28名が、第38回管理栄養士国家試験（令和６年３月３日実

施）を受験した。合格27名、合格率96.4%となった。 
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a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウｄ こども学科の学生につい

て、保育所、幼稚園等の保育臨

床経験など社会と関わる経験

を通しながら、専門ゼミなど

により、こどもの成長・発達を

めぐる現代的な課題や保育者

の多様な役割について理解

し、保育士、幼稚園教諭等の教

育や子育てに関わる専門職へ

とつながるキャリア支援を行

う。 

  【専門ゼミ：31（2019）年度以

降毎年度】 

を、３年次３・４学期から４年

次には卒業研究を開講し、論理

的・科学的に考察する総合的な

能力を高める。さらに、４年次

には、総合演習を開講し、将来

の管理栄養士として必要な基

礎的な知識・技術の整理、統合

を図り、実践的な応用力を高め

る。 

・ 管理栄養士の国家試験合格率に

ついては、100％を目指す。 

 

・ キャリアセンターは、学科の専

門性を活かした進路選択を可

能にするよう、多様な機会を創

出し、学生が社会と関わる経験

を通しながら、進路を主体的に

選択するためのキャリア・就職

支援を行う。多様な進路を選択

出来るようなプログラムを学

科との連携のもと構築する。 

 

 

 

 

 

 

・ こども学科は、２・３年次にこ

ども学ゼミ、４年次には卒業研

究を開講し、一人ひとりの学生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ４年生全員とのキャリアセンター職員の個別面談実施（４月）結果を

教員と共有し、学生の進路への意識と方向性を確認し、結果を踏まえ

た支援を行い、就職希望者の就職率100%の目標を達成した。 

・ 学科に特化した就職ガイダンスや進学のガイダンスを開催した。 

○３年生：就職ガイダンス（①②７月２回15名、11名、③２月37名） 

○４年生：就職対策講座（①４月30名、②５月30名） 

○上越教育大学大学院ガイダンス（10月３名） 

〇２年生全員を対象に、進路選択の幅を広げるためにR-cap適性検査、

アセスメントの解説会を実施。 

○２・３年生を対象に、企業と連携し学内説明会を実施。（オンライン

企業研究会15社、学内企業説明会６社） 

〇４年生の就職アドバイザーによる内定者報告会の実施。（12月23名） 

〇横浜市保育士ガイダンス開催。（１月４名） 

〇長野県公立保育士ガイダンスの開催。（２月28名） 

 

・ 各学年において、次のとおり専門指導を行った。 

○４年生 

・「卒業研究（必修）」を、２～４名の少人数によるゼミ内で実施し
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

にきめ細かな専門指導を行う。

加えて、２年次は幼稚園実習

を、３年次は保育所実習及び施

設実習、４年次においても幼稚

園実習を実施し、将来の保育・

幼児教育のリーダーに必要な

教育力・実践力を養う。また、

令和4年度から開始した県外の

保育施設等でのインターンシ

ップを引き続き実施し、特色あ

る保育について学び、リーダー

の素質としての視野を広げる

機会を設ける。 

た。幼稚園への教育実習Ⅱ（39名）を計画どおり実施した。 

○３年生 

・「こども学ゼミⅡ（必修）」を、３つのコースに分け、２～４名の少

人数によるゼミを実施した。保育所実習Ⅰ（41名）及び施設実習Ⅰ

（41名）を計画どおり実施した。保育所実習Ⅱ（35名）及び施設実

習Ⅱ（６名）を計画どおり実施した。  

○２年生 

・「こども学ゼミⅠ（必修）」を、学生の希望により10〜15名の3コー

スに分けて実施した。さらに３年次からのゼミの選択のために各

コースで教員の個別相談を行った。幼稚園への教育実習Ⅰ（39名）

を計画どおり実施した。 

 

 

２ 研究 

(1) 特色ある研究の推進 

 

ア 地域課題の解決に資するよ

う、本学として重点的に取り組

むべき研究について、テーマの

明確化を図るとともに、研究費

の学内配分等を工夫して推進す

る。 

 【毎年度】 

 

イ 複雑化・多様化する課題に対

応するため、学問領域を越えた

研究や他大学等との共同研究に

積極的に取り組む。 

 【毎年度】 

 

ウ 研究成果を地域に還元するた

・ 地域課題の解決に資するよう、

本学として重点的に取り組む

べき研究について、科学研究費

補助金の申請や若手研究者の

支援を促進するよう、研究費の

学内配分等を工夫して推進す

る。 

 

・ 複雑化・多様化する課題に対応

するため、学問領域を越えた研

究や他大学等との共同研究に

積極的に取り組む。 

 

 

・ 研究成果を地域に還元するた

・ 「学長裁量経費」を活用して、教員から提案された教員の研究プロジ

ェクトに対し、研究費の配分を行った（11件、461万円）。このうち、

地域課題の解決に資する研究は5件、200万円であった。 

 

 

 

 

 

・ 学問領域を越えた研究や他大学等との共同研究として、74件の研究

課題を実施した。（グローバルマネジメント学部：34件、健康発達学

部食健康学科：20件、こども学科：20件） 

 

 

 

・ オンラインによる学会発表、一般雑誌への掲載、県民に向けた研究発

a 
 

 
 
 
 
 
 
a 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

め、学会、学術誌等における発表

に加えて、県民にとって具体的

でわかりやすい形で情報発信を

するとともに、長野県に関わる

資料の収集・充実に努める。 

 【毎年度】 

め、学会、学術誌等における発

表に加えて、県民に向けた研究

発表・講演、ホームページなど

において、具体的でわかりやす

い形の情報発信をする。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「長野県立大学図書館における

地域資料の収集及び活用に関

する方針」に基づき、長野県に

関する資料の選択的な収集に

務める。 

表や講演、ホームページなどにおいて、具体的でわかりやすい形での

情報発信を行った。 

・ オンラインによる学会、学術誌等において研究成果の発表を積極的

に行った。また、県民に向けた発表の場として、講演会や各種メディ

ア、ホームページへの掲載を活用して情報発信を行った。また、教員

の研究活動は、ホームページのほか、国立研究開発法人科学技術振興

機構が提供する研究者データベース（research map）に掲載してい

る。 

○令和５年度の主な情報発信実績 

学会発表：69件、論文投稿・著書刊行：79件、講演会・メディア出演：

166件）。 

 

・ 長野県に関わる資料を、本学のカリキュラムに関係する分野を中心

に、52冊収集した。収集した地域資料は、図書館出入口に最も近い書

架展示スペースに配架を行い、学内外の利用者に供した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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(2) 研究費の確保  

ア 科研費に係る教員の申請率に

ついて、継続者を除いて毎年度

80％以上をめざすとともに、申

請手続、金銭管理等に関する支

援体制を執る。併せて、積極的

な応募と獲得を促進するための

インセンティブ等のあり方につ

いて検討し、実施していく。 

 【毎年度】 

 

 

 

・ 科学研究費補助金に係る教員の

申請率について、継続者を除い

て毎年度80％以上をめざすとと

もに、申請手続、金銭管理等に

関する支援体制を執る。また、

申請率向上のため、教員を対象

とした科研費におけるアンケー

ト結果を反映させた取組を行

う。併せて、科研費申請と特別

研究費配分を関連させ申請の促

進を図る。 

   

・ 本学教員が研究代表者となっている科研費の申請率は、継続者を除

いて49％（24人/49人）となった（新規申請者数：延べ24人、継続研

究者数：25人）。採択は8件となり、採択率は33％（８人/24人）とな

った。 

・ 令和５年度の本学教員が研究代表者となっている科研費の件数は25

件、分担者としては28件の研究を行った。 

・ 科研費申請・採択の促進策として、外部の科研費添削サービス使用の

促進及び経費支援に加え、職員による添削を行った。昨年度は個人申

請２人の利用のみだったが、今年度は法人契約をして９人の利用と

なり、添削結果の評価も共有された。教員からのアンケートもとり、

おおむね満足した結果となっている。 

 

c 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

イ ソーシャル・イノベーション

創出センターが窓口となり、共

同研究、受託研究等を積極的に

推進する。 

 【毎年度】 

・ 多くの企業に大学の研究力を認

知してもらえるよう広報に努

め、外部から本学との共同研

究、受託研究等を希望する旨の

連絡をソーシャル・イノベーシ

ョン創出センターが窓口として

受けた場合には、それぞれの担

当部署に迅速に情報を提供し、

本学としての積極的な共同研

究、受託研究等の推進につなげ

る。 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターへ外部からの連携希望が

あった事項に対し、担当部署に迅速に情報を提供し、次のとおり本学

としての活動につなげた。 

○県によるエシカル消費推進事業の受託（グローバルマネジメント学

部） 

○JR東日本が主催する企業・自治体・高等教育機関によるウェルネス

ツーリズム実証事業への参画（グローバルマネジメント学部、食健

康学科） 

・ 長野県に多い製造業企業との接点を増やすため、（一社）信州みらい

共創会に加盟し、本学の研究力の認知を図った。 

a 57 

 

３ 地域貢献 

(1) 産学官連携 

 

ア 地域課題を解決し、地域イノ

ベーションを実現するよう、本

学が中核となり、企業、大学、

県・市町村、金融機関等が互い

の長所を生かし新たな展開につ

なげる取組を推進する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 多くの企業に大学の研究力を認

知してもらえるよう広報に努

め、企業、大学、県・市町村、

金融機関、ソーシャル・イノベ

ーション創出センター地域コー

ディネーター等と連携し、互い

の長所を生かし新たな展開につ

なげる具体的な取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 様々な機関の関りによる地域課題解決や地域イノベーション実現の

体制構築や支援を次のとおり行った。 

○連携協定の締結 

・飯綱町（幼保連携） 

・（一社）VENTURE FOR JAPANと（一社）NICOLLAP（学生の起業支援） 

・（公財）ながの観光コンベンションビューロー（学会の誘致・開催

に関する情報等） 

・東御市（食及び健康、教育及び保育等） 

○連携協定に基づく連携事業の実施 

・長野市：若者ゲートキーパー養成講座（グローバルマネジメント

学部）、ジビエ肉の活用事業（食健康学科）、保育士研修（こども学

科）など 

・王滝村：ひろがれ！推し村プロジェクト（ソーシャル・イノベーシ

ョン創出センター） 

・須坂市：蔵の町並みキャンパス事業（グローバルマネジメント学

部、食健康学科） 

・千曲市：棚田魅力発信事業（食健康学科）、若手職員研修（ソーシ

s 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目

標）を切り口とした事業者支援

を企業、県、市町村、金融機

関、産業支援機関等と連携して

ャル・イノベーション研究科） 

・飯綱町：保育士研修（こども学科） 

・VENTURE FOR JAPAN：起業支援プログラム 説明会（キャリアセン

ター） 

・KDDI（株）・県教委：JIBUN発旅するラボ（グローバルマネジメント

学部） 

○県との連携 

・北信地域振興局：飯山高校探究科生徒対象「学び起業支援事業」支

援（ソーシャル・イノベーション研究科、ソーシャル・イノベーシ

ョン創出センター） 

・北信・北アルプス地域振興局：地域おこし協力隊起業塾講師（ソー

シャル・イノベーション創出センター） 

・木曽地域振興局：ＫＩＳＯ起業塾講師（ソーシャル・イノベーショ

ン創出センター） 

○市町村（連携自治体以外）との連携 

・小布施町・長野市・トゥルク市（フィンランド）：サーキュラーエ

コノミーを起点とした学生交流イベント開催 

・大町市：インバウンド観光誘客プロジェクトの実施（グローバル

マネジメント学部、ソーシャル・イノベーション創出センター） 

・東御市：保健補導員支援事業（食健康学科） 

・高山村：地域活性化を考えるワークショップの実施（ソーシャル・

イノベーション創出センター） 

○企業との連携 

・楽天（株）：地域巻き込み型社員研修講師、実施協力（ソーシャル・

イノベーション創出センター） 

 

・ ＳＤＧｓを切り口として、関係機関と連携し次のとおり取り組んだ。 

○教育機関との連携研修等 

・屋代中学・高校「ＳＤＧｓ研修会」講演（ソーシャル・イノベーシ

ョン創出センター） 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 寄付講座の受入れにつながる

よう企業等との関係づくりを進

める。 

 【毎年度】 

推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 寄付講座の受入れにつながるよ

う、互いのメリットとなるよう

な企業等との息の長い関係づく

りを進める。 

○国との連携 

・農水省・環境省・消費者庁事業「サスティナアワード2023」審査委

員長（ソーシャル・イノベーション創出センター） 

○県との連携 

・地域振興局主催の起業塾にてＳＤＧｓについて講義（ソーシャル・

イノベーション創出センター） 

・県主催の「信州ＳＤＧｓアワード2023」審査員（ソーシャル・イノ

ベーション創出センター） 

○企業・団体との連携 

・SBCラジオ「ミックスプラス」内の「平山未夢のsustinable 

development goals season2」に出演しＳＤＧｓについて解説（ソ

ーシャル・イノベーション創出センター、出演５回）、地域でＳＤ

Ｇｓに取り組む事業者を同番組制作者につなぎ出演 

 

・ 連携携協定締結企業が大学院SI研究科の講義科目を継続して担当し

た。 

○BIPROGY（株）：デジタルアナリティクス特論 

○KDDI（株）：ベンチャー企業特論、デジタルイノベーション特論 

・ 寄付講座の受入れにつながるよう、企業等との包括連携協定先や、県

内経済団体、ＮＰＯ団体との関係づくりを進めた。 

○長野県中小企業家同友会、（一社）長野経済研究所、JICA長野デスク

等と定期的に情報交換を行った。 
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(2) 地域連携  

ア ソーシャル・イノベーション

創出センターを窓口に、地域の

人的・物的資源を再発見して事

業創造に結び付ける取組、健康

長寿日本一を推進する取組等と

・ ソーシャル・イノベーション創

出センターを窓口に、地域の取

組等と連携し、ソーシャル・イ

ノベーション創出センターに

関わる幅広い人的ネットワー

・ ソーシャル・イノベーション創出センターを窓口に、地域の取組等と

連携市、事業者・創業者等の支援を行った。 

○地域事業者や県内進出企業へのヒアリングを実施し、地域資源の発

掘と地域課題の掘り起こしを行った. 

○ソーシャル・イノベーション創出センター地域コーディネーターを

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

連携し、事業者・創業者等の支

援、各種審議会への教員派遣に

よる助言等を行う。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地域に開かれた大学として、

ソーシャル・イノベーション創

出センターを窓口に、県・市町

村、県内教育機関等との連携に

取り組み、多様な学習の場への

教員派遣、「象山未来塾」等を実

施するとともに、免許資格のた

めの講習等を実施する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク及び教職員の知見を活かし

た事業者・創業者等の支援等を

行う。また、県・市町村等の各

種審議会等への教員派遣によ

る助言等を行う。 

 

 

 

・ 地域連携の一環として、学生が

社会貢献活動に参加する機会

を設け、参加を促す。 

 

 

・ ソーシャル・イノベーション創

出センターを窓口に、県・市町

村、県内教育機関等との連携に

積極的に取り組み、社会（地域）

課題の解決はもとより学生の

学びにも資する連携事業の実

施、公開講座の開催、多様な学

びの場への教職員派遣等を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員や自治体職員、地域事業者等に知ってもらうための公開講座

を実施し関係性を構築した。 

○地域事業者（宿泊施設）の依頼により地域性を活かしたメニュー提

案を行った（食健康学科）。 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターが窓口となり、県・市町村

等の各種審議会等へ委員として新規・継続含め延べ13人の教職員を

派遣した。 

 

・ 寮生が社会貢献活動を行う学修プログラム「サービスラーニング」と

して、ながのＮＰＯセンターによる「地域まるごとキャンパス」の説

明会を７月に実施した。学生18名が活動に参加し、２月には三輪キャ

ンパスにおいて報告会を実施した。 

 

・ ソーシャル・イノベーション創出センターを窓口に、県内教育機関と

の連携に積極的に取り組み、多様な学びの機会を次のとおり提供し

た。 

○教育機関との連携 

・KDDI（株）・県教委との連携事業「JIBUN発旅するラボ」（グローバ

ルマネジメント学科、本学学生３人、県内高校生12人参加、イベン

ト９回開催） 

・北信地域振興局主催の飯山高校探究科生徒対象「学び起業支援事

業」支援（ソーシャル・イノベーション研究科、ソーシャル・イノ

ベーション創出センター） 

・屋代中学・高校「ＳＤＧｓ研修会」講演（ソーシャル・イノベーシ

ョン創出センター） 

○「公開講座」等の開催 

・ソーシャル・イノベーション創出センター主催又は他団体とのコ

ラボ開催による学生・社会人対象の公開講座（計14回、延べ396人

参加、参加者満足度平均値4.7（５段階５点満点）） 

○「デリバリー・アカデミア」の開催 

 
 
 
 
 

 
 
 

a 
 
 

 
 

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「象山未来塾」について、学生

が多彩なゲストと語り合い、イ

ノベーションの考え方に触れ、

自身のキャリア（生き方）と向

き合える内容・プログラムを検

討し、寮生の主体的な参加を促

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域へ出向き本学教員が知の提供を行った（計21回） 

・専用広報媒体を制作し自治体や関係団体等に広報活動を行った 

 

・ 令和５年度は多彩なゲストと語り合いイノベーションの思想に触れ、

自身のキャリア（生き方）を考える教育課程プロジェクトとの位置づ

けのもと、以下のイベントを開催した。 

○第一回（10月18日実施） 

「大空で活躍するパイロットが語る『人生における挑戦』」 

講師：現役パイロット（元日本航空所属） 

破綻から転職、更にグローバルな舞台を目指したキャリアストーリ

ーから、自身のキャリアについて考える企画。 

講演後のグループワークについては、企画から運営まで学生の有志

が担当。それぞれが自身のキャリア、今後の挑戦などについて考え、

最後は一人ずつ発表した。（10名参加）。 

〇第二回（12月８日実施） 

「世界へ飛び出すリーダーになれ！」 

講師：本学グローバルマネジメント学部 非常勤講師 臼井 則生

先生 

世界開発銀行勤務など、国際舞台で活躍されたキャリアから、これ

からのグローバル人材に求められるものをテーマに語ってもらう。

（19名参加） 

〇第三回（１月19日実施） 

「経営者に学ぶケーススタディ」 

講師：ＮＰＯ法人長野都市経営研究所から株式会社シューマート代

表取締役霜田 清 氏、株式会社八十二銀行人事部長 岩渕 裕泰 

氏、人事部キャリア開発グループ採用担当 峯村 諒汰 氏、株式会

社白馬ハイランドホテル 代表取締役 掛谷 嘉則 氏 

「企業づくりがまちづくり」との視点で参加企業のトップが次世代

を担う学生と語り合い、学生の思いや考えを知ることで企業及び学

生双方の成長に繋げる。（７名参加） 

 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

ウ 地域との関係づくりを進める

中で、地域の状況に適した連携

の形態等を検討し、サテライト

拠点の具体化に向けて地域との

協議を進める。 

【検討・協議：令和２年度を目途

に】 

 

・ 地域コーディネーターと連携し

て地域との関係づくりを進め

る中で、各地域の状況に適した

個別具体的な連携の形態等を

検討しながら、学生の学びに資

する新たな拠点づくりも念頭

に地域との協議を進める。ま

た、コワーキングスペース等と

も積極的に必要な連携を図る。 

 

・ ４人の地域コーディネーターを介して、県内各地域の情報収集・関係

づくりを進めるとともに、地域のニーズに即した支援に次のとおり

取り組んだ。 

○中南信 

・さとテラスプロジェクト 

・木曽平沢プロジェクト 

・小学校の廃校跡地利用プロジェクト 

○北信 

・高山村と県立大の連携検討 

○東信 

・軽井沢高校学習支援 

・発地地区環境保全の取組 

○南信 

・little free libraryプロジェクト 

・飯田女子高校Eクラス（１～３年）探究活動支援 

・ 年間の地域連携の取組をまとめた「ソーシャル・イノベーション創出

センタージャーナル」を３月に発行し、対外的なPRを行った。県内自

治体や全コワーキングスペースにソーシャル・イノベーション創出

センタージャーナルや各種講座の案内を行う等関係づくりを進め

た。 

 
a 
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４ 国際交流  

ア 海外プログラムの研修先につ

いて、６か国７校を維持すると

ともに、さらに適した研修先の

追加も視野に、海外の大学に研

修の可能性について提案してい

く。 

 【維持：31（2019）年度以降毎

年度】 

・ コロナ禍からの移行期と位置づ

け、渡航型（海外現地への渡航

を伴うプログラム）及び非渡航

型（海外現地への渡航を伴わな

いオンラインを主としたプログ

ラム）によって構成する。実施

後の研修先及び教員・学生によ

る感想や意見を元に、次年度に

・ コロナ禍からの移行期との位置づけに沿い、グローバルマネジメン

ト学部については、渡航型及び非渡航型のプログラムを設定し、実施

した。食健康学科については、アメリカ（ミズーリ）に統一した上で

現地渡航型で実施した。こども学科については、フィンランドでの現

地渡航型によりプログラムを実施した。 

・ 実施後には改善アンケートを実施し、改善・留意点等の収集を行っ

た。 

・ グローバルマネジメント学部については、渡航を伴わないオンライ

a 
 
 
 
 

 
 
 

66 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ グローバルセンターにおい

て、海外の大学との交流協定・

交換留学協定の締結を進め、海

外からの留学生の受入れや地域

との交流、海外への長期留学等

について支援するとともに、教

職員の交流も実施していく。 

 【締結：31（2019）年度を目途

に】 

向けた改善等の調整を必要に応

じて行う。同時に将来的な研修

先追加を視野に入れた新規開拓

も実施する。 

 

 

 

 

・ 既存の交換留学協定先において

は、本学からの学生派遣を継続

すると共に協定先からの学生受

入を開始する。また、協定先の

拡大に向けた海外へのアプロー

チを継続的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンを主とした方法を用いて、フィリピン、オーストラリアにおいて実

施した。 

・ 渡航型の実施については６カ国７校を維持しつつ、非渡航型プログ

ラムの実施に向けて西オーストラリア大学及びエンデラン大学を加

えての実施となったため、全体として７カ国９校となった。令和６年

度の実施に向け、非渡航型研修も一部継続することとして準備を進

めた。 

 

・ 交換留学（派遣）については、派遣する学生の学内選考を５月に実施

し、１月から学生４名を派遣した（フィンランド２名、韓国１名、台

湾１名）。６月及び12月に明知大学校（韓国）から帰国した学生計２

名の単位読替を滞りなく実施した。８月から明知大学校へ１名（半年

間）が留学開始した。令和６年度後期から派遣する学生の学内選考を

開始した。 

・ 交換留学（受入）については、９月から協定校である明知大学（韓国）

から１名（半年間）及び輔仁大学（台湾）から２名（１年間）の計３

名の学生を本学として初めて受入開始することができた。受入に必

要な学修面や生活面等の環境整備をする上では、グローバルセンタ

ーのみならず学内全体で取り組むことができた。令和６年度前期に

向け河北大学（中国）から２名の学生を受入開始した。 

・ 大学間協定に基づく事業としては９月に金田一学長及び本学関係者

が中国の協定校２校（河北大学及び中国伝媒大学）を訪問し、今後の

交流発展に向けた協議を行った結果、12月に中国伝媒大学関係者を

本学に招く形で交換留学協定締結を行った。10月にはアメリカ・ミズ

ーリ州知事と共に協定校であるミズーリ大学コロンビア校関係者が

来日した際、理事長、学長、及びグローバルセンター長が今後の交流

発展に向けた懇談を行った。 

・ 交換留学協定の新規開拓については、計６大学（中国２校及び欧州４

校）との協定締結に向けた協議を開始し、その内、河北大学（中国）、

パラツキ‐大学オロモウツ（チェコ）、ヴィータウタス・マグヌス大

 
 
 
 
 
 
 

 
s 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ EJU（日本留学試験）利用選抜

のほか、JPUE（日本大学連合学

力試験）を活用した私費外国人

留学生選抜を実施し、入学者獲

得をめざす。 

 

・ 協定校とは交換留学及びその他

交流を拡充していく。UNAI（国

連アカデミックインパクト）な

どのリソースを活用して海外向

け広報活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学（リトアニア）、ヴィリニュス大学（リトアニア）、トリノ大学（イ

タリア）の計５大学と協定締結を行ったことに基づき、12月には本学

教員及び職員が欧州３大学を訪問し、実際の学生交流開始に向けた

協議を行った。 

・ 教職員交流の一環も兼ね、グローバルセンター職員１名が理事長裁

量経費採択を受け、フィリピンの協定校エンデラン大学に短期語学

留学を実施した。 

 

・ JPUE（日本大学連合学力試験）を活用した本学特別選抜入試（11月実

施）に向けた出願者はいなかった。 

・ JPUEの香港市場でのプロモーション強化事業の一環とした、現地路

線バスへの日本国内大学情報の掲載や現地高校向け出版物への本学

情報掲載に参画した。 

 

・ 令和４年度中に実施した交換留学生受入に向けた学生の体制整備等

を基盤として、令和５年度後期から交換留学協定からの留学生の受

入を開始した。明知大学校から１名（半年間）、天主教輔仁大学から

２名（１年間）が日本語授業や専門科目の履修を行った。受入にあた

っては、在留資格関連、履修面、学生生活に関することなど、各所と

の連携とともに綿密な整備を行い、オリエンテーション等も確実に

実施した。また、交換留学生サポート学生（バディ制度）の設置や交

流企画などを実施し、今後の更なる派遣・受入の促進に資する活動を

多く実施した。広報面においては、これらの活動の様子を協定校に共

有することや、学生交流の様子をホームページに掲載することなど

を進めた。更に、新規協定校への訪問・視察を企画し、今後の交換留

学及びその他交流の拡充をはかった。 

○訪日留学生向けポータルサイトJapan Study Supportへの情報掲載を

継続して実施した。 

○本学ウェブサイトにて学内での国際交流イベント等、訪日留学希望

者の関心がある学内情報を定期的に発信した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

a 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

・ 海外からの留学生が、日本での

生活に理解を深められるよう情

報収集・提供を行うとともに、

学生生活を充実させられるよう

支援体制を整備し、学生や教職

員との交流を深める機会を創出

する。 

 

・ 本学初めての交換留学生受け入れにあたり、長野市役所での各種手

続き、銀行口座開設補助及び、学内にて履修、生活、学生寮説明会を

実施した。外国人留学生に対する生活総合保険の加入を支援した。 

・ 学修面、生活面の相談、支援のため、受入交換留学生１名に対し本学

学生１名を留学生サポーターとしてつけるバディ制度を整備・導入

し、毎週交流を行うことによって生活支援の充実や日本語力向上を

図った。 

・ 受入交換留学生は本学学生寮に入寮しており、主に本学１年生と共

同生活を行っているが、寮生が主催する留学生向けイベントも多数

実施され、交流機会が創出された。 

・ 交流機会創生及び今後の交換留学広報素材として生かすため、長野

県内フィールドトリップを実施した。 

 
a 
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第３ 業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置  

１ 運営体制の構築  

ア 理事長と学長とを別に設ける

組織の利点を生かし、理事長は

法人経営の中心としてリーダー

シップを、学長は教育研究の責

任者としてリーダーシップを発

揮して迅速な意思決定を行うと

ともに、理事長、学長、学部長

等で構成し週１回程度開催する

大学運営会議において、双方の

意思決定の補助と意見の調整を

行う。 

 【毎年度】 

 

イ 理事会、経営審議会、教育研

究審議会が明確な役割分担のも

・ 理事長は法人経営の中心として

リーダーシップを、学長は教育

研究の責任者としてリーダーシ

ップを発揮して迅速な意思決定

を行うとともに、大学運営会議

において、双方の意思決定の補

助と意見の調整を行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 理事会、経営審議会、教育研究

審議会が明確な役割分担のも

・ 原則として週１回大学運営会議を開催（30回程度）。議題ごとに適

宜関係者が会議に参加し、必要な情報を丁寧に収集して論点を整理

した上で、迅速な意思決定を行った。その結果、法人経営と教育研

究双方の意見の調整が円滑に進んだ。 

・ 運営会議の開催方法の検討を行い、原則月２回の開催とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 定款に則り、理事会（５回）、経営審議会（５回）、教育研究審議会

（６回）を適時に開催し、審議及び決定を行った。 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

と、それぞれの権限に基づき、

適切に大学運営を行う。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

ウ 適正な大学運営を確保するた

め、監事による監査結果と県に

よる監査結果、さらに、それら

の大学運営への反映状況を公表

する。 

 【31（2019）年度以降毎年度】 

と、それぞれの権限に基づき審

議・決定を行い、適切に大学運

営を行う。 

 

・ 各種学内会議の開催回数や開催

方法について、より効果的・効

率的となるよう年度内であって

も必要に応じて見直す。 

 

・ 適正な大学運営を確保するた

め、監事が積極的に理事会に出

席する。 

 

・ 監事や県による前年度の監査結

果と、その大学運営への反映状

況を公表する。 

 

 

 

 

・ 大学運営会議について効果的・効率的な開催方法の検討を行い、原

則月２回の開催に改めた。 

 

 

 

・ 年度内に開催した理事会５回において、監事が出席した。 

 

 

 

・ 令和４年度の監事監査結果報告書を11月にホームページで公表した。

報告書の中では、法人運営に対して不適切な事項の指摘はなかった。 

 
 

 
 
a 
 
 

 
 

a 
 
 
 
a 
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２ 組織・人事運営 

(1) 研修及び人事評価 

 

ア ＳＤ研修に毎年度１回以上参

加する職員の割合について

100％をめざす。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

イ 教職員の能力と実績を適正に

評価し、処遇に反映できる制度

の運用とその検証を進める。 

 【毎年度】 

・ ＦＤ・ＳＤ委員会を開催し、職

員の資質向上という観点から、

ＳＤ研修の内容を検討する。研

修の年間計画を作成・周知の

上、ＳＤ研修を実施し、毎年度

１回以上参加する職員の割合

について100％をめざす。 

 

・ 教員については、令和４年度の

教員活動評価結果を検証し、必

要な改善を行う。 

・ 職員については、令和４年度か

・ 公立大学協会が提供する研修を含め、ＳＤ研修を計12回実施し、１回

以上参加した職員の割合は100％となった。 

６回のＦＤ・ＳＤ委員会を開催し、今後教職員に求められる能力や

研修について検討を行った。 

 

 

 

 

・ 教員の活動評価について、各教員が令和４年度の実績報告を行い、面

談を実施したうえで、学部長が評価を行った。 

・ 職員の業績評価については、目標設定や目標達成のためのプロセス

などについて一時評価者及び所属長と面談をしたうえで評価を行

 a 
 
 
 
 
 
 
 
a 
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42 

 

中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

ら新たに開始した人事評価制

度の結果を検証し、本格実施を

進める。 

い、本格実施に向けた準備を行った。 

 

 

(2) 職員の確保  

 専門分野に精通した職員を確

保し、機能強化を進めるため、採

用方針等を策定し、法人固有の

職員の確保に取り組む。 

 【方針等の策定：30（2018）年度】 

・ 採用方針に基づき、専門分野に

精通した職員を確保するとと

もに、法人固有の職員の育成に

ついてSD研修など事務職職員

全体のスキルの向上を図る。 

・ 採用募集する際に、想定する初期配置部署を明確にすることで、専門

分野に精通した法人固有の職員１名を採用した。 

・ また、法人固有の職員の育成のための研修を企画し、スキル向上のた

め階層別研修やＳＤ研修を積極的に行った。 

a 
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第４ 財務内容に関する目標を達成するためとるべき措置  

１ 自主財源の増加  

 外部研究資金、受託研究、寄

附金等の獲得、教員免許状更新

講習の実施など自主財源の増加

をめざす。 

 【毎年度】 

・ 外部研究資金の獲得など自主財

源の増加をめざす。 

・ 令和５年度の主な外部資金獲得のために行った取組の収入は次のと

おり。                      

○受託研究実績：３件  2,000千円 

○受託事業実績：５件 12,778千円 

○寄附金実績： ８件  710千円 

a 
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２ 経費の節減及び資産の管理運用  

 事務処理方法等を工夫し、経

費の節減をめざすとともに、他

団体からの出資を受ける場合に

は、その出資金について安定性・

確実性を考慮した管理運用を図

る。 

 【毎年度】 

・ 事務処理方法等を工夫し、経費

の節減をめざす。 

・ 長野市からの出資金及び積立金

等の余裕金について、安定性・

確実性を考慮した管理運用を

図る。 

・ 今年度着任教員を対象に、個別に契約事務に係る説明を行い、適切な

処理による効率的な業務遂行に努めた。特に研究費での購入可能品

目や立替払い時の執行ルール等について、重点的に説明した。 

・ 執行の際は、支払時の経理決裁を徹底するとともに、１次審査者を設

け、ダブルチェック体制を確立する等、適切な事務処理体制の構築に

努めた。 

・ 海外送金について、紙による送金依頼からネットバンキングを利用

した「外為ネット」を導入し、事務手続きの効率化を図った。 

・ 本学の財務状況や活動状況をわかりやすい内容でまとめた「令和４

年度財務レポート」を作成、公表した。 

・ 譲渡性預金による運用を実施した。 

 

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

第５ 自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するためとるべき措置  

１ 自己点検・評価の実施  

 自己点検・評価を定期的に実

施し、その結果を公表するとと

もに、教育研究活動や業務運営

の改善に活用する。 

 【31（2019）年度以降毎年度】 

・ 自己点検委員会を開催し、令和

４年度の業務実績報告書の項

目について、評価基準に基づき

自己点検・評価を行い、その結

果を公表する。また、令和５年

度計画の進捗状況について、評

価基準に基づき中間時点での

自己点検・評価を行い、業務運

営の改善に活用するほか、大学

運営会議等で報告する。 

・ 自己点検委員会を計４回開催した。 

第１回から第２回は令和４年度の業務実績に係る自己点検・評価を

行い、自己点検・評価結果報告書を大学運営会議や経営審議会、理事

会にて説明し、併せてホームページで公表した。 

第３回から第４回は令和５年度計画の10月末時点の進捗状況につい

て、11月から12月に中間評価を行い、評価結果を大学運営会議に報

告した。 

a 81 

 

 

２ 積極的な情報発信  

 教育研究活動の状況について

の情報の公表はもとより、特色

ある教育、研究、地域貢献等の活

動についてわかりやすい形で発

信を行い、併せて、本学の知名度

やブランド・イメージの上昇に

寄与する広報活動を推進する。 

 【毎年度】 

・ 学内情報をタイムリーに収集

し、ホームページを中心とし

て、教育研究活動や地域貢献活

動、大学院情報や法人運営等の

情報をわかりやすい形で発信

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 各係に配置している広報推進員が中心となり、学内情報の収集を行

うとともに、ホームページなどへ大学の取組等を積極的に発信した

ほか、新聞各社や教育関連団体向けにニュースを配信する「大学プレ

スセンター」を活用したプレスリリースを行うなど、学内情報のタイ

ムリーな発信に努めた。 

・ ホームページへの情報掲載にあたり、以下の改善に取り組んだ。 

○対面でのイベント再開に合わせ写真を多く取り入れたお知らせ記事

の充実 

○「イベントカレンダー」の積極的活用による情報の見える化 

○教員等に係る自身の著書や論文歴などの研究内容の更新（教員紹介

ページの更新） 等 

○進学相談会において、広報推進員が中心となり、ホームページでは

伝えきれない本学の取組、学生・教員の諸活動の積極的な発信 

○大学院専用ページのコンテンツ整理 

・ 教育、研究、地域貢献等大学全体の活動を収支上の観点から説明した

「令和４年度財務状況レポート」を作成した。多様なステークホルダ

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

・ 広報戦略に基づき、予備校・進

学情報業者等から提供（公表）

されたデータ及び本学の志願

者の動向を分析し、知名度やブ

ランド・イメージの上昇に寄与

する広報活動を展開していく。 

ーに対し、法人運営の情報を発信した 

 

・ 志願者等のデータ分析結果を基に、学長による県内高校訪問を継続

して行い、校長ほか高校関係者と学長自ら情報交換を行った（11校）。 

・ 近年出願が増加している高校や、出願が増加しているものの受験及

び入学までに至らない高校、緩やかながらも入学者が増加している

高校など、県内外のターゲットとなる高校をピックアップして入試・

広報室職員が高校訪問し、積極的な情報交換による関係性づくりを

展開した。（県内47校・県外16校（延べ数））。 

・ 特に本学への志願者数が多い高校については、複数回重点的に高校

訪問を行い、関係性の継続に努めた。 

 
 

a 

 

 

83 

 

 

 

 

第６ その他業務運営に関する目標を達成するためとるべき措置  

１ 施設設備の整備、活用等  

 図書館（三輪キャンパス）、

講義室（後町キャンパス）等に

ついて県民が活用できる態勢を

整えるとともに、学修支援に資

するＩＣＴ環境、その他の施設

設備の維持管理を適切に行う。 

 【毎年度】 

・ 図書館、大学食堂について、県

民が利用しやすい環境づくりに

努める。また、アリーナ（三輪

キャンパス）、講義室、ミーテ

ィングルーム（後町キャンパ

ス）等の貸付けについて、固定

資産貸付要綱に基づき適切に運

用を行う。 

 

・ 学内の学修支援に資するICT環

境、Wi-fi環境その他の施設整

備の維持管理を利用者の立場

を考慮し適切に行う。 

 

 

・ 新型コロナが５月に感染症法上の５類に分類されたことに伴い、図

書館及び大学食堂の一般開放を再開するとともに、施設の貸付に係

る制限を解除した。 

・ 固定資産貸付要綱に従い、講義室等について、適切に貸付を行った。 

 

 

 

 

 

・ 令和４年度末に更改した新情報基盤・基幹ネットワークシステムを

安定運用した。また、学生や教職員等が所有するパソコン等のネット

ワーク接続に係る設定変更マニュアル等を作成・周知し、必要に応じ

て個別にサポート対応した。 

・ 学内共通の施設設備（空調・消防・衛生等）については、保守契約に

基づき法定点検、環境測定などの維持管理を適切に行うとともに、改

善報告を受けた事項については、部品交換や対象施設周辺の環境整

備等適切に対応した。 

a 
 
 
 
 
 

 
 
 

a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

２ 安全管理  

ア 学生と教職員のキャンパスに

おける安全確保や健康保持に取

り組み、良好な教育・職場環境の

維持を図る。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 象山寮のセキュリティ対策や

管理人によるサポート態勢によ

り、寮生が安心して生活できる

状況を確保する。 

 【毎年度】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 学生と教職員のキャンパスにお

ける安全・衛生管理について周

知するとともに、重大リスク事

案が発生した際には、危機管理

マニュアルに基づき適切に対

応する。また、衛生委員会を開

催し、教職員の健康保持の推進

に取り組む。 

 

・ 教職員の健康診断について、大

学での定期健康診断や人間ド

ックを含め保健師と連携しな

がら受診を徹底する。 

 

・ 安全安心な寮生活を守るため、

危機管理体制を整えるととも

に、両キャンパスにおける防災

訓練を実施する。 

・ 通学時の交通安全について意識

を高めるよう、ガイダンスなど

で周知を図る。 

 

 

 

・ 寮生活に備え、麻しん・風しん

の予防接種を推奨するほか、入

寮までの健康観察と新型コロ

ナ感染防止対策の徹底を求め

るとともに、象山寮のセキュリ

・ 新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い同感染症対策本部会議

を廃止した。加えて、同感染症防止対策に関連する「長野県立大学新

型コロナウイルス感染状況及び活動指針」、活動レベル表、活動別ガ

イドライン、各種通知、特別運用についても廃止した。 

・ 国や県からの不審メールやミサイルの発射情報について、迅速に教

職員に注意喚起を行った。 

・ 衛生委員会を開催し、健康診断結果やストレスチェック等について

産業医との情報共有を図り、希望者には産業医との面談につなげた。 

 

・ 定期健康診断の受診率は98.3%であった（対象者59名中58名が受診）。

また人間ドックについては、3か月に1回程度、メール等により受診勧

奨を行ったが、受診率は98.5％であった（対象者66名）。 

 

 

・ 三輪キャンパスにて火災発生時の通報・避難、消火器を用いた消火活

動等を内容とする防災訓練を、自衛消防団（事務職員）を中心として

実施した（３月）。 

・ 後町キャンパスにて火災発生時の通報・避難、消火器を用いた消火活

動等を内容とする防災訓練を、寮生全員参加で実施した（５月・11

月）。 

・ 大学周辺の通学路に係る動画を作成し、正しい通学路の周知に努め

た。安全な通学についてはガイダンスのほかポスター掲示や適宜注

意喚起を行って啓発した。 

 

・ 入学時に実施した麻しん・風しんの罹患歴及び予防接種歴の調査結

果を踏まえ、必要な学生には予防接種を推奨した。 

・ 寮生の新型コロナ等感染防止のため、入寮前の健康管理に加え、入寮

後も感染予防の指導を実施した。 

 

a 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 

 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

ウ 海外プログラムによる研修中

の事故等のリスクに備え、危機

管理マニュアルの策定をはじ

め、事前の準備を含めて危機管

理態勢を整える。 

 【事前準備：30（2018）年度中】 

 【研修中の対応：31（2019）年度

以降毎年度】 

ティ対策や管理人によるサポ

ート態勢を維持する。 

 

・ 危機管理マニュアルに基づき、

海外プログラムによる研修中

の事故等のリスクに備える。ま

た、令和5年度の派遣の結果を

踏まえ、改善点等の検討を行

い、危機管理マニュアルに順次

反映させていく。 

 

 

 

・ 研修先国及び日本の感染状況、並びに渡航・出入国制限等を含めた危

機管理情報に基づき、海外プログラム実施基準を定めた上で実施可

否の検討を重ねながら学生・保護者への情報提供を的確に実施した。

また、コロナ禍での実施を想定し、現地で感染した学生がいた場合の

対応を含め、これまでの海外プログラムの危機管理マニュアルを更

新した上で、令和５年度の海外プログラムを実施した。実施前には学

生に危機管理セミナーを開催し、新型コロナに関する対応やリスク

の説明、危機管理対策について注意深く説明を行った。 

 
 

 
s 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

３ 法令遵守等  

 長野県個人情報保護条例や長

野県情報公開条例に基づき、適

切な情報管理を行うとともに、

ハラスメント防止、研究活動上

の不正防止等健全かつ適正な大

学運営に取り組む。 

 【毎年度】 

・ 情報セキュリティに関する規程

等を点検し整備をすすめると

ともに教職員の意識を高め、個

人情報保護法や長野県情報公

開条例に基づく適正な情報管

理等を行う。 

 

 

 

 

 

 

・ 学内の様々なハラスメントの防

止に向け全教職員対象に研修

を行うとともに、引き続き相談

しやすい体制づくりに努めて

いく。 

・ ウイルス対策ソフトの更新情報や不審メール情報等を適宜、教職員

や学生に周知するとともに、学内で発見された不審なメールや情報

セキュリティに関する情報発信を行い、情報セキュリティの保持に

努めた。 

・ ７月から信州大学の情報セキュリティインシデント対応組織である

SUSIRTと定例の合同ミーティングを開催し、情報セキュリティに関

する情報の共有・収集を行った。 

・ 個人情報の保護に関する法律で作成及び公表が義務付けられている

個人情報ファイル簿（事務名称、担当の組織、利用目的等の事項を記

入した帳簿）について、説明会を開催し、対象業務についてのファイ

ル簿を大学HPで公表した。 

 

・ １月に全職員対象に、弁護士を講師としたアカデミックハラスメン

トを含むハラスメント問題に対する研修を実施し 115名が受講し

た。（受講率90.5％、【参考】昨年度受講率67.5％） 

・ 当日都合により受講できない職員には、録画配信による受講を周知

することで受講率の向上にも努めた。 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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中 期 計 画 令和５年度計画 
判断理由 

（令和５年度計画の進捗状況） 

自己
評価 

No 

 

 

 

・ メンタルヘルスチェックの受検

率を高めるとともに、受検結果

をフィードバックしワークラ

イフバランスを意識した働き

方、休み方となるよう取組を進

める。 

 

 

・ 職員倫理規程等の順守について

意識啓発を図るなど、研究活動

上の不正防止等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

・ 環境方針を学内外に周知して、

省エネルギーや環境保全活動

等に取り組むとともに、ＳＤＧ

ｓの取組とゼロカーボン社会

を志向する一環として、引き続

いて使用電力の100%を再生可

能エネルギーにより調達する。 

・ 新入生にはキャンパスライフガイドにハラスメント事例や相談窓口

を掲載し、周知した。 

 

・ ストレスチェック未受検者には、リマインドメールを３回（11月２

日、11月９日、11月15日）送信し、受検勧奨に努めた。また、メンタ

ルヘルス講習会の模様も記録に残し、自身の不調を未然に防げるこ

とにつなげていくとともに、ストレスチェック結果をふまえ、自身の

ワークライフバランスを意識した、働き方、休み方となるよう取り組

んだ。 

・ 結果として、ストレスチェックの受検率は84.6％であった。 

 

・ 一般財団法人公正研究推進協会（APRIN）が提供しているeラーニング

「eAPRIN」を３年に１回程度受講するよう教員に促した（令和５年度

５人受講）。また、日本学術振興会が無料提供しているeラーニング

「eLcore」を４年に１回程度受講するよう教員に促した（令和５年度

７人受講、令和４年度64人受講）。 

・ 研究活動上の不正防止等に取組として、倫理委員会において、学内教

職員のほか外部委員も２名任命し、教育・研究等について申請案件を

審査した。（審査件数：19件） 

 

・ 継続して、ホームページで学内外に環境方針を周知するとともに、三

輪・後町両キャンパスで使用する電力の100%を再生可能エネルギー

により調達した。また、協賛企業の協力により、5月に本学学生を対

象とした「ＳＤＧｓ・地域貢献アイデアコンペティション」を開催

し、６件の学生によるプレゼンテーションを審査し、内４件に助成金

を交付した。 

 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 

 
a 
 
 
 
 
 
 
 

 
a 
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（目標値再掲） 

内   容 中期計画の目標値 令和５年度計画の目標値 令和５年度計画に係る実績 自己評価 

発信力ゼミ１クラス学生数 【毎年度】16人程度 第2 1(1)アｂ 16人程度 12～19人 ａ 

英語集中プログラム１クラス学生数 【毎年度】25人程度 第2 1(1)アｃ 25人程度 18～32人 ａ 

海外プログラム参加率 
【31(2019)年度以降毎年度】

100％ 
第2 1(1)イａ 100％ 100％ ｓ 

２年次修了時までのTOEIC点数 

【31(2019)年度以降毎年度】 

全学生600点以上 

平均点700点以上 

第2 1(1)イｂ 
全学生600点以上 

平均点700点以上 

600点以上 54.5% 

平均点   602点 
ｃ 

ＦＤ研修に毎年度１回以上参加する

教員の割合 
【毎年度】100％ 第2 1(3)ウａ 100％ 100％ ａ 

学生の健康診断受診率 【毎年度】100％ 第2 1(4)イｂ 100％ 95.2％ ａ 

就職希望者の就職率 
【令和３年度以降毎年度】

100％ 
第2 1(4)ウａ 100％ 100％ ｓ 

管理栄養士の国家試験合格率 
【令和３年度以降毎年度】

100％ 
第2 1(4)ウｃ 100％ 96.4％ ａ 

科学研究費補助金の申請率 【毎年度】80％以上 第2 2(2)ア 80％以上 49％ ｃ 

海外プログラムの研修先 
【31(2019)年度以降毎年度】 

６か国７校を維持 
第2 4  ア ６カ国７校を維持 ７カ国９校 ａ 

ＳＤ研修に毎年度１回以上参加する

職員の割合 
【毎年度】100％ 第3 2(1)ア 100％ 100％ ａ 
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中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

第７ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

平成30年度～令和５年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 

 

 

計 

 

６，６８６  

３，２６６  

２，８８３  

３８３  

１２  

 

 

 

９，９６４  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 

計 

 

９，９５２  

１，８６５  

６，９３６  

１，１５１  

１２  

 

９，９６４  

【運営費交付金の算定】 

県から交付される運営費交付金は、一定の

仮定の下に試算されたものであり、各事業年

度の運営費交付金は、県の予算編成過程にお

いて決定される。 

 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 施設整備補助金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０５５ 

５２ 

６９５ 

５９９ 

９６ 

０ 

０ 

７９ 

１，８８１  

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 施設整備費 

計 

 

１，８８１ 

４１１ 

１，１９７ 

２７３ 

０ 

０ 

１，８８１ 

 

 

 

 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

収入 

運営費交付金 

授業料等減免交付金 

自己収入 

授業料等収入 

その他収入 

受託研究等収入 

 施設整備補助金 

目的積立金取崩収入 

計 

 

１，０５９ 

４７ 

６８９ 

５９６ 

９３ 

１１ 

０ 

０ 

１，８０６ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

人件費 

一般管理費 

受託研究等経費 

 施設整備費 

計 

 

１，７１４ 

３８４ 

１，１２０ 

２１０ 

１２ 

０ 

１，７２６ 
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中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

【人件費の見積り】 

期間中総額６，９３６百万円を支出する。

（退職手当を除く。） 

人件費の見積りについては、配置計画に基づ

く教職員数を踏まえ、役員の報酬及び職員の給

料・諸手当並びに法定福利費に相当する費用を

試算したものであり、定期昇給、ベースアップ

は含まない。 

退職手当については、公立大学法人長野県

立大学職員退職手当規程に基づき所要額を支

給するが、各事業年度の予算編成過程におい

て算定された上で、運営費交付金として措置

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収支計画 

平成30年度～令和５年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

 

１０，２５６  

８，８１３  

１，８６５  

１２  

６，９３６  

１，１５１  

２９２  

０  

収入の部 

経常収益 

 

１０，２５６  

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

減価償却費 

臨時損失 

 

２，００１ 

２，００１ 

１，５８４ 

３８７ 

０ 

１，１９７ 

２６２ 

１５５ 

０ 

収入の部 

経常収益 

２，５２６ 

１，８５２ 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

費用の部 

経常費用 

業務費 

教育研究経費 

受託研究等経費 

人件費 

一般管理費 

財務費用 

減価償却費 

臨時損失 

１，７６９ 

１，７６９ 

１，４８３ 

３６２ 

８ 

１，１１３ 

１５６ 

５ 

１２５ 

０ 

収入の部 

経常収益 

 

１，８５４ 
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中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

運営費交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

６，６８６  

２，８８３  

１２  

２９２  

３８３  

０  

 

 

 

運営費交付金収益 

授業料等減免交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

目的別積立金崩額 

１，０５５ 

５２ 

６４８ 

０ 

０ 

９７ 

 ５９５ 

７９ 

純利益 ５２５ 
 

運営費交付金収益 

授業料等減免交付金収益 

授業料等収益 

受託研究等収益 

資産見返負債戻入 

雑益 

臨時利益 

目的別積立金崩額 

１，０５５ 

４８ 

６２８ 

１５ 

０ 

１０８ 

６２０ 

０ 

純利益 ７０５ 
 

３ 資金計画 

平成30年度～令和５年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

９，９６４  

９，４７４  

１０２  

３８８  

０  

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

 

９，９６４  

９，９６４  

６，６８６  

２，８８３  

１２  

３８３  

０  

０  

 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 予  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

２，８４９ 

１，７９６ 

２１ 

６３ 

９６９ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等減免交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

２，８４９ 

１，８０２ 

１，０５５ 

５２ 

５９９ 

０ 

９６ 

０ 

 ０ 

１，０４７ 
 

 

令和５（2023）年度 

(単位：百万円) 

区  分 決  算 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

１，６０７ 

５，３７３ 

５１ 

１，６３９ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金収入 

授業料等減免交付金収入 

授業料等収入 

受託研究等収入 

その他収入 

投資活動による収入 

財務活動による収入 

前年度からの繰越金 

 

１，７６３ 

１，０５５ 

５２ 

５８５ 

９ 

６２ 

５，３５０ 

０ 

１，５５７ 
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中 期 計 画 令和５（2023）年度計画 令和５（2023）年度計画に係る実績 

第８ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

運営費交付金の交付時期と資金需要の期間差及

び事故の発生等により緊急に必要となる対策費と

して借り入れすることを想定する。 

１ 限度額 

２億円 

２ 借り入れの実績はない。 

第９ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産の処分に関する計画 

  なし   なし なし 

第10 第９の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

  なし   なし   なし 

第11 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研

究の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

  決算において剰余金が発生した場合は、教育研究

の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

令和４年度決算において計上した当期総利益の

うち15,400千円を、教育研究の質の向上及び組織

運営の改善に充てるため積み立てた。 

第12 その他 

１ 施設及び設備に関する計画 

各事業年度の予算編成過程において決定する。 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

１ 施設及び設備に関する計画 

  なし 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する計画 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 

１ 施設及び設備に関する実績 

  なし 

２ 地方独立行政法人法第40条第４項の規定により

業務の財源に充てることができる積立金の処分に

関する実績 

なし 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項 

なし 



53 

 

 

 

【Ⅰ 教育】 

１ 発信力ゼミ 

  本学では、「発信力ゼミ」を全学部・学科で１年次通年の必修科目と位置付け開講

している。学んだ知識を必要な場面で発揮するためのコミュニケーション能力を養

うとともに、あるテーマについての主体的な学びを通じ、大学生に必要な論理的・

批判的思考、研究・調査のスキル、学修の姿勢、学んだ内容を口頭や文章などで他

人に伝える「発信力」の養成を狙いとしている。  

  令和５年度は、前期 14 クラス、後期 15 クラス（１クラス 15～20 人程度）で授業

を行った。１月末にクラスごとにグループ・個人による研究発表を実施し、学生は

自らの成果を発表し評価されることで、活動を振り返り、今後の学修につなげた。

また、教員間による成績評価の適正化を確保するため、成績評価のルーブリック（評

価基準）を活用し、授業評価の公平性を図った。 

 

２ 英語集中プログラム 

１、２年次の必修科目として英語集中プログラムを実施した。正確な英語運用能力

を養う科目群と英語コミュニケーション能力を高める科目群を組み合わせたカリキ

ュラムを用意し、週４回の授業をほぼすべて対面及びハイフレックス方式で行った。

また、NGSL(高頻度語の語彙リスト)共通テストを Level １から Level ５までの５段

階に分けて作成し、個々の学生のレベル別に、１年生１学期から２年生１学期までの

５期にわたって実施した。 

２年次の 246 人の学生が 1 月末から２月初頭にかけて TOEIC を受験した。平均点は

602 点となり、入学時の 435点から 167 点向上した。平均点の伸び率は、これまでで

最も高い 38.4％であった。また、600 点以上となった学生の割合は 54.5％であった。 

 

３ 象山学 

 「象山学」は、行政や企業といった様々な領域についての現実を知り、社会の理

解を深めることと、複雑で答えのない現実の課題と格闘するイノベーターの姿を自

らの将来像や生き方を考えるきっかけとしてもらうことを狙いとして、１年次に開

講される科目である。令和５年度は、経営者や行政関係者など多様なイノベーター

をゲストスピーカー（６人）として招いて実施した。 

 講義では、ご講演とあわせる形でご講演の内容をふり返るための授業も実施した。

学生同士でそれぞれの興味関心について話し合ったり、ご講演のテーマについて議

論を交わしたりすることで、多角的な視点からご講演内容を検討してもらうと同時

に理解を深めてもらった。 

 

４ グローバルマネジメント学部 

① 専門ゼミの開講 

異文化理解力、論理的思考力、専門的知識力、問題発見力、組織課題認識力、起

業企画力、地域課題認識力の７つの能力を開発し育てるというグローバルマネジメ

ント学部のポリシーの下、豊富なバックグラウンドを持つ専門教員による専門ゼミ

（令和５年度は、「ゼミナールⅠ」（２年ゼミ）：19 ゼミ、「ゼミナールⅡ」（３年ゼ

ミ）：17 ゼミ、「ゼミナールⅢ」（４年ゼミ）：17 ゼミ）を開講した。学生は各自興

味関心を持つテーマのゼミを選択し、その専門領域における主体的な学びを行っ

た。 

 

５ 健康発達学部 

① 専門ゼミの開講・臨地実習の実施並びに実習に向けた学び（食健康学科） 

食健康学科では、３年次に「ゼミナール」及び「卒業研究」を開講し、学生は興

味を持つ分野への研究に取り組んだ。 

２年次から３年次にかけて「臨地実習Ⅰ」～「臨地実習Ⅶ」を設け、各実習の目

標達成に向けて取り組んだ。実習先での経験を通し、栄養管理に関する理論と実践

の統合につながる成果を得た。実習指導者を交えた報告会では、学生による実習成

果発表と活発な質疑応答があり、実務経験が栄養管理能力の育成に必須であると確

認された。臨地実習を通し、対象となる人々の栄養管理や食育における管理栄養士

の職務及び役割を理解し、各専門領域についてさらに学修を深めた。 

臨地実習をより深い学びに繋げ、臨地実習に向けて学修意欲を高めるため、また

将来専門性を活かした進路を考える土台として、１年次必修科目の「管理栄養士活

動論」を開講した。行政、医療施設、教育分野、福祉施設などにおいて、第一線で

活躍する管理栄養士を講師に招き、学生と双方向の議論を含めた講義を実施した。 

４年次 28名が、第 38回管理栄養士国家試験を受験し、27名合格、合格率は 96.4％

となった。 

 

 

 

教育研究等の質向上に関する特記事項 
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② 専門ゼミの開講・実習（こども学科） 

２年次の「こども学ゼミⅠ」で学科の各教員の専門的内容について学び、それぞ

れ３つのコース「保育・教育コース」「保育表現コース」「心理・福祉・支援・保健

コース」に分かれた。その後、引き続きコースごとに３年次の専門ゼミ「こども学

ゼミⅡ」を開講した。各コースの教員による連携授業の後、学びを深めたい内容に

応じてゼミの配属が決定した。各ゼミには１～５人が配属され、それぞれの指導教

員の下で４年次の卒業研究へとつながるゼミナール活動が始まった。 

また、２年次の「幼稚園教育実習Ⅰ」、３年次の「保育所実習Ⅰ」「保育所実習

Ⅱ」「施設実習Ⅰ」「施設実習Ⅱ」、４年次では「幼稚園教育実習Ⅱ」を実施した。

子どもや保育者の仕事に触れ、保育の実践力を高める学びとなった。 

 

 

 

 

 

６ 海外プログラムの実施 

① 海外プログラムの実施 

教職員による海外現地視察（令和４年度）を含めた検討の結果、新型コロナの渡

航制限の緩和、現地実施校による受入の確認、更に感染対策等に係る協議が進んだ

ことを受け、全学部・学科における海外プログラムを海外現地にて実施した。グロ

ーバルマネジメント学部においては、約４年ぶりに現地で実施したとともに、２年

次のみならず、令和４年度から実施を延期していた３年生についても同時期での実

施となり、２学年相当の学生数を派遣することとなった。全ての学部・学科におい

て、参加を予定していた学生は 100％の参加率となり、全学生が無事に当初の予定

を終え、帰国することができた。 

コロナ禍による影響があり、他大学においても派遣留学プログラムの運営再開が

滞りを見せていた中、本学海外プログラムについては、現地受入先大学との調整、

学生の意識啓発や保証人対応、教職協働を進め、海外プログラムの渡航型再開を達

成することができた。 

また、グローバルマネジメント学部については、諸事情により渡航が叶わない学

生についての非渡航型のプログラムを新たに企画し、フィリピン（エンデラン大

学）、オーストラリア（西オーストラリア大学）の２校にて実施した。 

 

 

 

 

［幼稚園での活動］ 
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② コロナ禍での海外プログラムの危機管理 

コロナ禍での実施を見据え、リスクマネジメント委員会による協議・検討を行

い、危機管理マニュアルを整備した。特に海外現地での学生及び教職員の新型コ

ロナ感染による対応について協議し、現地受入機関による対応、医療機関や保険

適用に関する確認、現地での隔離施設の準備などを行い、実施に備えた。学生・

保証人には、研修先国及び日本の感染状況、並びに渡航・出入国制限等を含めて

注意深く説明を行い、感染時の対応などについて理解・協力を得た上で実施する

運びとなった。 

プログラム実施期間中、現地での新型コロナ陽性が続く状況もあったが、本学

危機管理対策本部を中心として、現地受入機関や帯同教職員の懸命な協働によっ

て現場対応にあたり、隔離や医療施設の手配を含めて十全に対応した。 

コロナ禍による影響下において、例年よりも多くの学生を海外に派遣するとい

う極めて厳しい状況であったが、内外の関係者による適切な準備と現地対応に

より、陽性者対応も含め無事に終えることができた。 

 

 

 

７ 長野県立大学大学院の開設 

令和４年度に開設した長野県立大学大学院に第２期生が入学した。ソーシャル・

イノベーション研究科には 12名（入学定員 10 名）、健康栄養科学研究科には６名

（入学定員５名）がそれぞれ入学している。 

ソーシャル・イノベーション研究科は民間企業従事者、地方自治体、起業家など

多様な分野から入学者を受け入れており、社会課題の解決方法を学ぶために重要な

多様性に満ちた研究科としてスタートし、３月に修了生 14名を輩出した。 

健康栄養科学研究科においても、行政や民間企業従事者、医療従事者など多様な

人材を受け入れ、科学的根拠に基づき長野県の健康長寿をけん引するリーダーとな

りうる人材の基礎を固めている。３月に第１期生から修了生 1 名を輩出した。 

両研究科ともに、社会人学生が履修しやすい環境の整備として、平日夜間の講義

はすべてリアルタイムのオンライン授業とし、土曜日に対面授業を行うことで、勤

務をしながら修学しやすい環境を整えている。 

 

学部 研修先 時期 

グローバル 

マネジメント学部 

５カ国６校にて現地実施。2カ国

２校でオンライン実施。 
令和５年６-７月 

健康発達学部 

食健康学科 

アメリカ１カ国に統一して現地

実施 
令和５年６月 

健康発達学部 

こども学科 
フィンランドにて現地実施 令和５年９月 
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【Ⅱ 入学者の受入れ】 

    本学のアドミッション・ポリシーに即した意欲ある入学生の確保と、本学への理解者

（保護者や高校教員等）を増やすため、積極的に入試広報活動を展開した。 

  令和６年度入学の志願者総数（一般選抜・推薦・特別選抜）は、1,047 人(県内：416

人、県外：631 人)となった。前年度に比べ県内志願者数は微増であったが、県外志願

者数は横ばいとなった。 

 

１ オープンキャンパス 

  本学の魅力（理念やミッション）を伝え、知名度や社会的

評価を高めるため３年ぶりの全対面型オープンキャンパス

を全学部同時開催で、３日間実施した。計３日間で総参加者

数は 1,962 名となった。 

 

２ 説明会・模擬授業等の開催 

  県内外の高校からの要望を踏まえ、対面によるキャンパス

見学の受け入れを増やし（県内外高校 24 校）。本学教職員を

積極的に高校へ派遣し、教員による模擬授業や高校での説明

会を実施した（県内高校中心に 40 回）。 

また、県内の高校及び入学実績のある県外高校の進路指導教員を対象とした説明

会を対面オンライン併用型で開催した（２回、40 人参加）。 

民間企業等が主催する進学相談会（県内外の大学が会場内にブースを設置）は県

内外 30 会場に参加した。 

学長による高校訪問を引き続き実施し、高校の校長及び進路指導担当教員に本学

の基本方針や教育内容を説明する機会を設けた（11 校）ほか、キャンパス見学に訪

れた生徒及び高校関係者に対して学長自ら本学を広報する機会も設け、高校サイド

との相互の情報共有を図った。 

 

３ 新聞広告等 

県内外からの志願者獲得のため、オープンキャンパス開催に合わせ新聞及びウェ

ブ広告（ターゲティングバナー）を展開したほか、一般選抜受験者をターゲットと

した新聞紙面広告を県内外に展開し（志願者が多い８県）、大学入学共通テスト後の

受験者獲得のための取組を行った。 

 

【Ⅲ 学生への支援】 

１ キャリア支援 

① 学長面談 

寮生は象山寮での対面、寮外生はオンライン、学長自ら新入生一人ひとりと面談

した。学生からは事前に聞き取りシートを提出してもら

い、学長が事前に目を通した上で面談を行った。そのた

め、１人約７分程度の面談ではあったが、スムーズに入

学の動機、４年間の目標設定などを確認することができ

た。また、職員が各面談に同席し、気になる学生の様子

などをチェックしながら面談記録を作成し、以後の学生

支援に役立てた。 

 

② 象山未来塾 

キャリア教育の一環として位置づけられている「象山未来塾」は、令和５年度は

三輪キャンパスにて計３回実施した。活躍する社会人の方々との対話から、自身の

キャリアについて考えることをテーマに、多彩なゲストとのトークセッションから、

参加者はこれからの生き方・働き方を考え、多くの気づきを得た。 

 

＜プログラムテーマ＞ 

第１回 世界へ飛び出すリーダーになれ！ 

（ゲストスピーカー：ZIP AIR Tokyo 機長 堀田 恭平 氏） 

第２回 グローバルに生きるとは？開発の現場から 

（ゲストスピーカー：本学非常勤講師 臼井 則生 氏） 

    第３回 NPO 法人長野都市経営研究所の皆様とのトークセッション 

       （ゲストスピーカー：NUPRI 会員の皆様） 

 

 

［象山未来塾の様子］ 

 

［学長面談の様子］ 
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③ キャリア形成・就職支援 

  入学時から卒業に至るまで、体系的なキャリア支援を実施。学生一人ひとりに寄

り添ったきめ細かいサポートにより、就職を希望する学生については就職率100%の

目標を達成した。 

［主な就職先］ 

学科 内定先の例 

グローバルマ

ネジメント学

部 

・日本政策金融公庫・八十二銀行・東京海上日動火災保険・横浜銀行 

・オリオン機械・新光電気工業・キッセイ薬品工業・三菱電機 

・アイリスオーヤマ・サトウ食品・信州ハム・ツムラ・LIXIL 

・富士フイルムビジネスイノベーションジャパン・KDDI・日立建機 

・星野リゾートマネジメント・JTB・日本通運・東日本旅客鉄道 

・東海旅客鉄道・長野朝日放送・長野県・長野市・特別区・富山県 

・長野県立病院機構・JA全農長野・那覇空港ビルデイング 

健康発達学部 

食健康学科 

・長野県（管理栄養士・栄養教諭）・東京都立病院機構・諏訪中央病院 

・南長野医療センター篠ノ井総合病院・社会福祉法人百葉の会 

・アスザックフーズ・長野サンヨーフーズ・メフォス 他 

健康発達学部 

こども学科 

・長野市・須坂市・諏訪市・佐久市・塩尻市・多治見市・中津川市 

・秋葉保育園・雷鳥保育園・フレンドこども園・あそびの森あきわ 

・陽だまりの丘保育園・せせらぎ保育園・赤ちゃん本舗 他 

 

 

[学年別キャリア・就職支援] 

○１年生 

「発信力ゼミ」にてキャリア教育の２講座を実施、自己理解と職業選択の重要

性を解説し、早期から体系的なキャリア形成支援を行った。 

○２年生 

進路の方向性を本格的に検討する４学期に、職業選択につながる自己理解のた

めのＲ－ｃａｐ適性検査の受検機会を提供。受検結果解説講座を開講し、自己

分析につながる活用方法について説明した。このほか、業界・企業研究会への参

加機会を設けるなど、３年次から始まる就職活動を前に、進路に関する選択肢

を広げる機会を積極的に持つことで、主体的な進路選択へと導く支援を行った。 

○３年生 

インターンシッププログラムへの参加を促したほか、以下のとおり本格的に始

まった就職活動に対する支援を行った。 

・独自のインターンシッププログラム 

５月にインターンシップガイダンスを開催、その後のマッチングを経て、最終

的には 57 社/団体、111 人が参加した。実習前にはオンラインを活用し４回の

事前研修を行い実習の意義やビジネスマナーを学生にレクチャー、実習後には

振り返りの事後研修と成果報告会を開催した。 

・就職支援の充実 

就職対策講座を計 15 回開講した。12 月と２月には、主には県内の 21 の企業・

団体人事担当者による業界・企業研究会を開催した学生は、求める人材像、仕

事内容等、希望企業の説明を直接担当者から聞くことができ、高い満足度が得

られた。11 月には県内企業・団体の魅力を伝えるための企業・団体訪問バスツ

アーを初めて実施、参加学生、受入先双方から有意義だったという声が寄せら

れた。 

・個別相談の充実 

職員に加え多様な業界の専門性を有するキャリアコンサルタント７名が担当。

相談予約枠の増設やオンライン相談併用などにより、キャリア相談の質・量を

充実させた。 

・就職アドバイザー制度の導入 

内定者 16 名による後輩へのアドバイス体制を整え、個別相談、報告会（３回）、

就職体験記作成（冊子）等を行った。 

 

 

   【３年生向けの主な就職支援】 

全学部共通 

通年 
外部講師による実践対策講座の開講（自己分析、応募書

類作成、グループディスカッション対策） 

11月 
企業・団体バスツアー（オリオン機械、長野市役所） 

県内企業・団体を訪問、職場見学や卒業生との懇談。 

12月 
起業家志望の学生支援の一環として連携協定締結機関 

VENTURE FOR JAPANの個別説明会を実施 

12月 

２月 

業界・企業研究会をオンラインも活用しながら３回(４

日間)開催。延べ330人の学生、計21社が参加。 

12月 内定者報告会(就職アドバイザーによる体験談報告会) 

２月 
公務員対策講座 

（面接カードの書き方、集団・個人面接対策） 
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   ＜個別相談＞     ＜内定者報告会＞    ＜就職体験記＞ 

 

○４年生 

未内定者にはメンタル面を含めた個別フォローや適切なマッチングを行い一

人も取りこぼすことなく就職先決定に導いた。 

就職決定支援にとどまらず、内定後の悩み相談にもきめ細かく対応した。全員

の進路状況を把握し、OB・OGネットワークの組織作りを行った。 

○その他 

    卒業生からの相談などにも対応し、OB・OGと大学を繋ぐ役割を担った。 

 

④ 学生の主体的な取組への支援 

 在学生自らが立案した計画に基づく自主的活動により、本学の理念の実現を図

ることを目的とする公募型裁量経費事業等（理事長裁量経費分）を活用した事業

として４件のプログラムを採択した。 

令和５年度においては、食物アレルギーをもつ子どもに配慮したお菓子のレシ

ピを検討し、おやつ教室を実施する事業や、心の孤立のリスクがある子どもと大

人をマッチングするバディプログラムを実施する事業、学内で自ら関心がある取

組について学生同士が相談できる場や情報の提供、学生同士のつながりを提供す

る事業、子どもを対象に自らの関心事を表現できるよう哲学対話やアートワーク

によるアプローチを行う事業を採択した。 

 

 

【Ⅳ 研究】 

１ 科学研究費助成事業等主な外部研究資金の獲得状況（令和５年度） 

① 科学研究費助成事業 

本学教員が研究代表者となっているものは継続を含め、25件だった。 

 

［基盤研究（A）］：２件 

区分 件数 配分額 

代表者分 1 1,547 千円 

分担者分 1    65 千円 

 

［基盤研究（Ｂ）］：３件 

区分 件数 配分額 

代表者分 1 2,600 千円 

分担者分 ２   221 千円 

 

［基盤研究（Ｃ）・挑戦的研究・研究活動スタート支援・若手研究］ 

研究区分 計 

 

配分額 新規件数 継続件数 

代
表
者
分 

基盤研究（Ｃ） 12 1 11 4,420 千円 

挑戦的研究（萌芽） 1 0 1       0 円 

挑戦的研究（開拓） 0 0 0       0 円 

研究活動スタート支

援（開拓） 
3 0 3 2,600 千円 

若手研究 7 2 5 5,850 千円 

分
担
者
分 

基盤研究（Ｃ） 16 2 14 1,794 千円 

挑戦的研究（萌芽） 2 0 2     0 千円 

挑戦的研究（開拓） １ 0 1 1,378 千円 

若手研究 － － － － 

 

② その他の外部研究資金   

外部研究資金の種類 件数 配分額 

受託研究 3 2,000 千円 

助成金研究 1     0 千円 

 ［アレルギーに配慮した 

おやつのレシピ］ 

［バディプログラム 

キックオフミーティング］ 
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【Ⅴ 地域貢献】 

１ 産学官連携の取組 

① 自治体・企業等との連携 

県、市町村及び企業等と連携し、互いの長所を活かしながら地域におけるソーシ

ャル・イノベーションを創出するため、新たな展開につながる取組を行った。 

具体的には、地域課題の解決に行政と大学が連携して取り組んでいくため、包括

連携協定を令和５年４月に飯綱町と、令和６年２月に東御市と締結した。また、長

野市が設立した産学官金の連携・共創による推進主体「NAGANO スマートシティコミ

ッション（NASC）」の実証事業に教員と学生が参画した。引き続き、県木曽・北信地

域振興局が行う女性や若者、地域おこし協力隊向けの起業塾、県教委・KDDI㈱と連

携した高校生対象の「JIBUN発旅するラボ」の実施等を支援した。 

 

② ＳＤＧｓ支援の取組 

ＣＳＩの教職員が中心となり国や県などの 

ＳＤＧｓ取組に参加・助言をすることで新しい

視点での課題解決やソーシャル・イノベーショ

ンの創出を推進した。具体的には、県や市町村

主催の各起業塾（計７回）、屋代高校・付属中学

校（計２回）において、センター長がＳＤＧｓ

に関する講演等を行った。飯山高校において、

高校生が地元での魅力的な就労・起業をイメージ

できるよう「飯山グッドビジネス」参加事業者・地域事業者・本学学生（飯山高

校卒業生）計 10 名と高校生が「働くこと学ぶこと」をテーマに哲学対話を行っ

た。 

SBC ラジオ「ミックスプラス」内の「平山未夢の sustinable development 

goals season2」に出演し SDGs について解説（秋葉 CSI 長、出演５回）、地域で

SDGs に取り組む事業者を同番組制作者につなぎ出演させた。 

また、国や県と連携した取組として、センター長が農水省・環境省・消費者庁

事業「サステナアワード 2023」、農水省・国交省の「2027年国際園芸博覧会政府

出展懇談会」、「長野県契約審議会」、県主催の「信州 SDGsアワード 2023」に参画

し、助言等を行った。同アワード大学生部門を受賞した学生団体に対し助言等を

行った。 

 

 

 

２ 地域連携の取組 

① 地域の人的・物的資源を事業創造に結び付ける取組や事業者・創業者等の支援（Ｃ

ＳＩ） 

県北信地域振興局「地域おこし協力隊起業塾」、県木曽地域振興局による女性・

若者を対象とした「ＫＩＳＯ女性・若者起業塾」の実施を支援し（センター長に

よる講義）、女性や若者、地域おこし協力隊による社会的起業を促進した。 

 

 

 

 

② 県長野保健福祉事務所との連携事業（食健康学科） 

県長野保健福祉事務所健康づくり支援課と連携し、県庁食堂において７月と 12

月に県立大ヘルシーメニューの提供及び栄養健康情報の発信媒体である卓上メモを

刷新した。長野県民の食生活の課題である食塩の過剰摂取と野菜摂取量減少の解決

を目的として栄養健康情報の提供を行い、食堂利用者やスタッフから、正しい情報

収集と行動変容の動機付けになったとの評価を得

た。 

また、「働き盛り世代の健康づくり」事業の一環

として、野菜及び果物の適量摂取を図ることを目的

に普及啓発用卓上ポップを作成し、食給食施設を中

心に設置した。身近にある野菜や果物のよさを認識

する機会の創出や健康づくりに対する意識の醸成に

つなげた。いずれも食健康学科３・４年生の４名が

取り組んだ。 

 

 

 

[屋代高校講演] 

[KISO 女性・若者起業塾] 

[リーフレット] 
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③ 子育て講座、子育て支援担当者の連携協議会の開催（こども学科） 

地域で子育てをする保護者（親子）を対象に「赤ちゃんママのおしゃべりカフェ」

（計３回、延べ 20 組 40 人参加）を実施した。この活動には、保護者支援の実際を学

ぶことを目的として保育者をめざす学生も運営スタッフとして参画した（学生延べ 31

人参加）。  

また、子育て中の親子に関する情報共有や関係機関の連携を目的として、６

月、９月、12 月、２月の計４回、長野県内の地域子育て支援の実務担当者を対象

とした協議会をオンライン開催した。行政関係者のほか、子育て支援センター職

員、保育関係者、助産師など、地域で子育て支援、虐待対応などに取り組む多様な

関係者との連携を図った（延べ 52 人参加）。 

 

 

④ 飯綱町の地域子育て支援センターにおける子育て支援、保護者向け講座と保育士等
研修の実施（こども学科） 

飯綱町の地域子育て支援センターにおいて、水曜日を中心に年間18日間学生が支援

活動に参加した（延べ約250名）。5月には支援センターフ

ァミリーコンサートを開催したほか、３保育所において学

生と教員による保育実践を行った。 また、保護者向け専

門講座の５講座を企画立案、本学教員から講師の選任を行

い、必要に応じて託児の学生を伴う形で派遣した。 

さらに保育士、子育て支援センター職員の保育・子育て

支援に関する2回の合同研修会に本学教員２名がアドバ

イザーとして参加したほか、オンデマンド研修教材１点

を作成・提供した。 

 

  ⑤ 学生による地域子育て支援活動（こども学科） 

５月まではコロナ禍ではあったが、感染対策をとり、学生が主体となりこども学科

の「ひろば」での子育て支援活動を実施した。５類に移行した後は、人数制限も緩和

したくさんの親子に利用いただき、合計30回開催した。また、子育て情報誌「ぐるん

ぱ」（月刊、オンラインでも閲覧可）を毎月発行した。  

そのほか、NPO法人えんまると共同で、ひとり親家庭に食材等を届ける「こども宅

食」の梱包作業（毎月１回、計12回実施）、学生が交流を通してひとり親家庭の親子を

支援する居場所づくりを毎月１回土曜日に実施した。 

 

 

[子育て情報誌] [子育て支援活動] 

[飯綱町ファミリー 

 コンサートの様子] 
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３ 学びの場の提供 

① 県民や学生に対する多様な学びの機会の提供 

地域に開かれた大学として、これまでに引き続き、「公開講座」（計 14 回、延べ 396

人参加）、「デリバリー・アカデミア」（計 21 回、延べ 2,983 人参加）を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[公開講座]  

開催日 講座名 講師名 

４月４日  

新一年生向け企画「Meetup」vol.1 

倉橋孝四郎さん（合同会社

Rext 滝越代表） 

近藤太郎さん（王滝村地域おこ

し協力隊） 

小林信彦さん（合同会社

AGEMATSU LIVING 

Laboratory 代表） 

４月５日 

倉橋孝四郎さん（合同会社

Rext 滝越代表） 

近藤太郎さん（王滝村地域おこ

し協力隊） 

川向思季さん（合同会社キキ） 

尻無濱音央さん（Nagano 

startup studio/アスク工業株

式会社） 

長崎航平さん（シンカイ） 

４月６日 

小倉翔太さん（ODDO COFFEE）、

行徳ゆりなさん宮原華菜子さん

（本学学生）、九里美綺さん

（合同会社キキ） 

５月 10 日 

新一年生向け企画「Meetup」vol.2 

北埜航太さん（CSI 地域コーデ

ィネーター） 

尻無浜音央さん（アスクホール

ディングス株式会社） 

保坂海さん（GM2 年） 

５月 11 日 

おやつ工房パックン 佐野友梨

さん下里明由実さん（ともに食

健康 2 年） 

MINMI 大串さん 

鴨鹿/佐久医療センター 高桑雅

弘さん 

５月 18 日 
コーヒーと本と金平糖 SSIR-J読書

会 

井上英之さん 

小宮山文登さん（合同会社キキ） 

川向思季さん（同上） 

６月６日 

学生向けワークショップ『「好き」か

らはじめる自分のやりたいことの探

し方』第 1 回 

小宮山文登さん（合同会社キキ） 

川向思季さん（同上） 

６月７日 

「つなぐ」が長野にゆるやかな変化

を起こす―県内 4 エリアのプレーヤ

ーと考える地域への関わり方－ 

北埜航太さん藤岡聡子さん新井

直彦さん日髙健さん（CSI 地域

コーディネーター） 

藤原正賢さん（BAZUKURI 代表） 

６月 12 日 新一年生向け企画「Meetup」vol.3 

君島登茂樹さん (HAKKO MONZEN

代表) 

岩間千佳氏さん（NPO えんまる

代表） 

藤岡聡子さん（CSI 東信地域 CD/

ほっちのロッヂ共同代表） 

８月２日 

学生向けワークショップ『「好き」か

らはじめる自分のやりたいことの探

し方』第２回 

小宮山文登さん（合同会社キキ） 

川向思季さん（同上） 

９月 14 日 

世界を変えるアイデアのうまれかた

-Youth Co:Lab ソーシャル・イノベ

ーション・チャレンジって？- 

天野裕美さん 

（国際連合開発計画（UNDP）駐

日代表事務所  

ユース連携コンサルタント） 

10 月７日 

学生向けワークショップ『「好き」か

らはじめる自分のやりたいことの探

し方』第３回 

小宮山文登さん（合同会社キキ） 

川向思季さん（同上） 

 [デリバリー・アカデミア] [公開講座] 
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10 月 28 日 つくるエシカル料理教室 
大口知子さん(（一社） 日本キ

ッチン育児協会代表） 

11 月 28 日 うまれるアイディアブレスト高山村 

竹内大貴さん（RED WOOD INNマ

ネージャー） 

原靖徳さん（高山村総務課企画

政策係 係長） 

１月５日 
箕輪厚介氏と考えるキャリアビジョ

ンの形成 
箕輪厚介さん 

１月 31 日 

学生向けワークショップ『「好き」か

らはじめる自分のやりたいことの探

し方』第４回 

小宮山文登さん（合同会社キキ） 

川向思季さん（同上） 

２月 22 日 今夜、作る SDGs 

白土姫歌さん、中尾彩那さん、

池田蒼菜さん（長野県立大学学

生） 

 

 

[デリバリー・アカデミア] 

開催日 団体名 講座名 講師名 

４月 27 日 飯田風越高等学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

５月 11 日 木曽青峰高等学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

５月 18 日 諏訪二葉高等学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

６月 28 日 須坂市教育委員会 
今、保育に求められる子ど

もと保護者の支援とは 
中山智哉 教授 

７月５日 千曲市健康福祉部 
地域社会における男女共同

参画について 
築山秀夫 教授 

７月８日 
（一社）長野県保育

連盟 北信保育連盟 

今、保育に求められる子ど

もと保護者の支援とは 
中山智哉 教授 

７月 11 日 須坂市立東中学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

７月 31 日 
（一社）長野上水内

教育会 
だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

８月３日 
須坂市立須坂支援学

校 

今、保育に求められる子ど

もと保護者の支援とは 
中山智哉 教授 

８月４日 辰野町保育園職員会 
今、保育に求められる子ど

もと保護者の支援とは 
中山智哉 教授 

８月８日 
（一社）長野県保育

連盟 北信保育連盟 

音の表現を楽しみましょ

う！ 
安氏洋子 准教授 

８月 27 日 
（公社）長野県栄養

士会 
終末糖化産物（AGEs）と健康 石井陽子 教授 

９月７日 小諸商業高等学校 変わりゆく企業モデル 大室悦賀 教授 

９月 23 日 

長野県教育文化会議

諏訪支部 図書館研

究会 

だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

10 月 10 日 諏訪二葉高等学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

10 月 24 日 諏訪二葉高等学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

10 月 27 日 飯田風越高等学校 だれでもできる哲学対話 馬場智一 教授 

11 月 30 日 篠ノ井高等学校 
哲学対話で学習をさらに深

めよう！ 
神戸和佳子 講師 

12 月 22 日 博愛保育園 
今、保育に求められる子ど

もと保護者の支援とは 
中山智哉 教授 

１月 18 日 
長野市篠ノ井老人福

祉センター 

盛唐の詩人杜甫からの贈り

物 
谷口真由実 教授 

１月 24 日 
長野県中小企業家同

友会 
変わりゆく企業モデル 大室悦賀 教授 

 

 

② 県内教育機関との連携 

県教委と KDDI（株）との包括連携協定に基づく    

連携事業として、長野県中小起業家同友会の協力の      

もと令和４年度に引き続き、「JIBUN 発旅するラボ」 

を実施し、高校生がさまざまな人から生き方を学び 

地域を深く知ることを通じて自分の立てた問いに向 

き合う探究の場づくりを行った。（高校生 12 人、本 

学学生３人参加。オンラインイベント３回、対面 

イベント６回等） 

また、屋代高校・付属中学校探究活動、飯山高校探究科授業の実施を CSI 教職員

が支援した。 

 

[JIBUN 発 旅するラボ] 
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③ 学生による地域との連携・交流の主な取組 

各種団体が開催するイベント等に希望する学生を積極的に参加させるなど、ＣＳ

Ｉと地域コーディネーターが以下のような機会を作ることにより、学生による地域

との連携・交流を促進した。 

     ア ソーシャル・イノベーション創出センターの取組例 

学生が具体的な地域の企業や自治体のプロジェクトに参加し、大学での学びを

実践の中で深める学習（PBL）プログラムを、王滝村（６人参加）・大町市（８人

参加）・高山村（28 人参加）などにて実施し、学生と地域のステークホルダーとの

対話を通じて課題解決プランを実践した。プロジェクト参加後の学生がその後、

王滝村・大町市・高山村それぞれで、地域住民と連携し企画した事業やイベント

を実施・計画している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     イ 地域コーディネーターの取組例 

４人の地域コーディネーターを介して、県内各地域の情報収集・関係づくりを進

めるとともに、地域のニーズに即した支援に次のとおり取り組んだ。 

○中南信：県や地域等と連携してゼロカーボンやＳＤＧｓを推進する取組や勉

強会を実施、里山をフィールドに関係人口創出につながる取組やコミュニティ

形成を支援 

〇北信：移住施策（地域紹介、関係人口創出、転職等）に関係する取組の支援、

地域事業者と外部事業者とのマッチング支援 

〇東信：県大生が企画する地域の商店街活性化や多世代交流の場づくりを支援、

地元高校生を巻き込んだ住民交流イベントや気候変動勉強会の企画運営 

○南信：県大生が参画する林業ビジネスのつながりと循環を可視化する「松川町

イノベーターン」の支援、地元中学校のキャリア教育プログラムの支援、事業

承継を検討している学生の支援 

また、県内の全コワーキングスペースにソーシャル・イノベーション創出センタ

ージャーナルや各種イベントの案内を行う等関係づくりを進めた。 

なお、これらの取組と本学の多様な講義（「キュレーター概論」「ソーシャルビ

ジネス・プランニング」（ソーシャル・イノベーション創出センターセンター長）

をはじめ様々な教員による講義）との連携を図り、知と実践の循環に取り組んで

いる。 

 

 

[大町市グローバル発信 

プロジェクト] 

[王滝村推し村 

      プロジェクト] 

[高山村活性化プロジェクト] 
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【Ⅵ 国際交流】 

１ 留学生の受入及び海外大学への派遣促進 

  交換留学制度の拡充及び多様な協定校の開拓を目指し、令和５年７～８月に金田一

学長を含む本学関係者が河北大学（中国）及び中国伝媒大学（中国）を訪問した結果、

河北大学とは現地で交換留学協定を締結し、また中国伝媒大学とは同年 12 月に先方学

長を含む訪問団を本学で受け入れた際に交換留学協定の締結に至った。また、欧州地域

においても、パラツキー大学オロモウツ校（チェコ）、ヴィータウタス・マグヌス大学

（リトアニア）、ヴィリニュス大学（リトアニア）、トリノ大学（イタリア）の４校と交

換留学協定を締結し、12 月には本学関係者が３校（チェコ及びリトアニア２校）を訪

問し、実際の交流実現に向けた協議を行った。アジア地域に偏ることなく、欧州地域を

重点的に開拓した結果、令和４年度末時点の３校に新規６校を追加し、令和５年度末時

点で全世界９校（アジア４校及び欧州５校）との交換留学制度を整備する成果をあげる

に至った。 

  交換留学制度に基づいた学生交流については、９月に本学として初めての交換留学

生の受入を明知大学（韓国）から１名、輔仁大学（台湾）から２名実現させた。また、

令和６年度４月から河北大学（中国）から２名を受け入れるための準備を進めた。 

  本学からの派遣については、令和５年８月から明知大学（韓国）に１名、令和６年１

～２月にカレリア応用科学大学に２名、輔仁大学（台湾）に１名の計４名を派遣した。

協定に基づいた学生交流も安定的に継続実施できている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 財務レポートの作成 

   県民、企業、自治体、設立団体等多様なステークホルダーに対し、設立団体である

長野県からの運営費交付金や、在学生からの学生納付金等を財源としながら、どのよ

うな事業や取組を大学が実施し、成果に繋げているかを報告するため令和４年度財務

諸表をもとに「令和４年度財務レポート」を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

[令和４年度財務レポート] 

業務運営等に関する特記事項 

[河北大学訪問時の様子] 


